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１ はじめに 

1.1 本計画の趣旨 

 

「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことが

でき、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタ

ル化～」 

デジタル庁（仮称）(以下単に「デジタル庁」という。）の設置を見据えた

「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年 12月 25日閣議決

定。以下「デジタル改革基本方針」という。）において、デジタル社会の目指

すビジョンが示された。 

 あわせて、社会全体のデジタル化を進めるために、まずは国・地方の「行

政」が、自らが担う行政サービスにおいて、デジタル技術やデータを活用し

て、利用者目線に立って新たな価値を創出するデジタル・トランスフォーメー

ションを実現し、「あらゆる手続が役所に行かずにできる」、「必要な給付が

迅速に行われる」といった手続面はもちろん、規制や補助金等においてもデー

タを駆使してニーズに即したプッシュ型のサービスを実現するなど、利用者目

線の改革を進めていくことが必要であり、これにより、あらゆる世代、あらゆ

る産業を対象とする行政サービスを通じて、社会全体にデジタル化によるメリ

ットを、誰一人取り残さない形で広くいきわたらせていくこと、また、行政が

保有する様々なデータを、国民・企業が活用できるような形で連携できるデー

タ連携基盤を提供し、民間において様々なデジタル・ビジネスを創出するな

ど、社会全体のデジタル化のための基盤を構築していくことが明記された。 

 

社会全体のデジタル化を進める上で、デジタル・ガバメント推進の取組は重

要な役割を担う。 

デジタル・ガバメント推進に係る近年の取組としては、2019年（令和元年）

に改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法

律第 151号。以下「デジタル手続法」という。）が施行され、行政のあらゆる

サービスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタル３

原則（①デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完

結する、②ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要と

する及び③コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを含め、複数の手続・

サービスをワンストップで実現する）を基本原則として明確化するとともに、

国の行政手続のオンライン化実施が原則とされた。 
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 また、横断的かつ業務改革（BPR）を意識したサービス視点での政府情報シ

ステムの整備・運用を実現するために、「政府情報システムの予算要求から執

行の各段階における一元的なプロジェクト管理の強化について」（令和元年６

月４日デジタル・ガバメント閣僚会議決定。以下「PJ管理強化方針」とい

う。）が定められた。 

 さらに、デジタル化の便益を実感できるデジタル社会を早期に実現するた

め、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方

針」（令和元年６月４日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）に基づき、安

全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及

とその利便性の向上等を図るとともに、社会保障の公平性の実現、行政の利便

性向上・運用効率化等に向け、マイナンバーの利活用の促進を図ることとされ

た。 

 

 改定前の本計画（令和元年 12月 20日閣議決定）ではこれらの取組も取り込

みながら、急速に進歩するデジタル技術に対応するとともに、少子高齢化の進

行や国際化の進展に代表されるような社会構造の大きな変化に対応し、行政を

刷新するための土壌を整えてきた。その際には、これまでのデジタル化のよう

に、紙や対面で行っていた手続を単にオンラインでできるようにするなど、従

来のやり方をデジタルに置き換えるだけの、いわゆる「Digitization（デジタ

イゼーション）」ではなく、デジタルを前提とした次の時代の新たな社会基盤

を構築するという「Digitalization（デジタライゼーション）」の観点の重要

性も強調している。 

 

 今般の新型コロナウイルス感染症拡大への対応を通じて以下のような行政デ

ジタル化の課題が指摘されたが、これらは、これまでの取組により解決を目指

してきた課題が一気に表面化し、社会全体の問題として認識されたものと捉え

るべきである。 

・特別定額給付金について、マイナンバーカード及びマイナポータルを利用し

た申請を可能としたものの、マイナポータルから送信された申請受付データ

をデジタルデータのまま処理する体制が整っていなかったこと等により申請

から給付まで一貫したデジタル完結ができず、迅速な給付等に支障が出たケ

ースがあった。また、マイナンバーカードの普及促進も課題であった。 

・雇用調整助成金について、内閣情報通信政策監（以下「政府 CIO」とい

う。）や厚生労働省 PMOの下で行われる一元的プロジェクト管理による対応

がなされることなく急遽システムを整備した結果、複数のシステム障害が発

生し、運用停止を余儀なくされるなどガバナンスが徹底されていなかった。 
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・保健所・医療機関からの陽性者の報告が当初ファックスで行われていたこと

や、一部地域で集計がアナログで行われていたことなど、データをリアルタ

イムで共有し、活用することが十分にできなかった。また、民間事業者が、

住民から得られるデータを活用して感染症対策に資するサービスを提供する

に当たり、居住地域ごとに異なる個人情報保護ルールに対応する必要に迫ら

れたケースがあった。 

・テレワークが重要となる一方、書面・押印・対面が法令や慣行により求めら

れるため、出社を余儀なくされるケースがあり、これは民間だけでなく行政

の会計、人事等の内部手続においても同様であった。また、各府省の LAN環

境が縦割りで構築されているため、各府省間や民間企業、地方公共団体との

間での Web会議サービスの接続が困難となる状況が発生した。 

 

これらの課題は「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基

本計画」（令和２年７月 17日閣議決定）の施策により対応が図られている

が、これを具体化・加速化するため、2020年（令和２年）10月９日にデジタ

ル・ガバメント閣僚会議を改組し、総理を議長とする体制に強化するととも

に、その下に「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキ

ンググループ」、「データ戦略タスクフォース」及び「デジタル改革関連法案

ワーキンググループ」を置き、それぞれ議論の取りまとめを行った。 

 また、書面・押印・対面の見直しに関しては、民から官への申請手続等につ

いては内閣府規制改革推進会議が、行政内部の会計・人事手続等については行

政改革推進本部がそれぞれ主導して書面・押印・対面等の見直し方針を策定し

たところであり、これにより行政手続のオンライン化が更に推進される。 

さらに、「デジタル改革関連法案ワーキンググループ」の議論を踏まえて策

定されたデジタル改革基本方針に沿って、今後、高度情報通信ネットワーク社

会形成基本法（平成 12年法律第 144号。以下「IT基本法」という。）の全面

的な見直しとともに、行政の縦割りを打破し、大胆に規制改革を断行するため

の突破口として、デジタル庁を設置するための関連法案を次期通常国会に提出

する。 

 

本計画は、こうした状況の大きな変化を反映させつつ、デジタル・ガバメン

ト推進のための取組を加速するとともに、計画的かつ実効的に進めていくため

に改定するものである。 

 

 本計画に記載された施策の方向性自体はデジタル庁の設置後においても変わ

るものではなく、新たな司令塔の下でより強力に推進していくべきものであ
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る。ただし、本計画ではデジタル庁の設置以前の組織、制度等を前提とした記

述も含まれているところであり、デジタル庁が発足した暁には、改めて本計画

の見直しや、他の基本計画との関係の整理等を検討する。 

 

なお、本計画はデジタル手続法第４条に基づく情報通信技術を利用して行わ

れる手続等に係る国の行政機関等の情報システムの整備に関する計画として位

置付けることとする。 

 

1.2 計画期間等 

 2020年（令和２年）12月 25日から 2026年（令和８年）３月 31日までを本

計画の対象期間とする。ただし、個別施策について更に長い期間を設定するこ

とが適当な場合はこの限りではない。 

 本計画は、各施策の取組状況やデジタル庁の設置を踏まえ、その在り方を含

めて見直しを検討するとともに、必要に応じて随時、改定等を行う。 

 なお、各施策の標題には、施策の関係府省名を明記する。◎が付されている

各府省は、当該施策の主担当として、関係府省との調整等も含め、本計画の推

進を担うこととする。 
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２ 利用者中心の行政サービス改革 

2.1 「サービス設計 12 箇条」に基づくサービスデザイン思考の導

入・展開 

デジタル・ガバメントの実現は、単に情報システムを整備する、手続をオン

ライン化する、手続に係る費用を削減する、オンライン利用率を上げるという

ことを意味するものではない。行政サービスは、そもそも、国民や企業に価値

を提供するもの、又は国民や企業が価値を創造する一助となるものでなければ

ならない。こうした観点から、利用者中心の行政サービス改革を徹底し、利用

者から見て一連のサービス全体が、「すぐ使えて」、「簡単」で、「便利」な

行政サービスを実現する。 

行政サービスの利便性向上については、これまでも累次の各種政府決定にお

いて記載されてきた。一方で、こうした取組は、各種手続のユーザビリティの

向上やビジネス環境の改善など、利用者への具体的な価値の提供という点にお

いて、いまだ取組が不十分である。 

 2013年（平成 25年）の政府 CIOの設置以降、単なるデジタル化ではなく、

業務改革（BPR）を前提とし、利用者にとっての価値や便益を創出することを

念頭に置いた取組が進められてきた。この取組は一定の成果を挙げており、こ

れまで成し得なかった改革が少しずつ進みつつある。さらに、これによって、

「どうやれば成功するのか」ということについても、ノウハウが蓄積されつつ

ある。 

 引き続き、デジタル・ガバメントの実現に向けた行政サービス改革を進める

に当たり、これまでの取組から得られたノウハウやサービスデザイン思考を導

入し、利用者中心の行政サービス改革を推進する。その際、手続のフロント部

分のデジタル化だけでなく、サービスを受ける必要が生じたときからサービス

の提供後までのエンドツーエンドにわたる利便性の向上に向けた取組や、利用

者の行動様式を踏まえたサービス提供の在り方に係る検討を実施し、一連のサ

ービス全体における利用者の体験（UX：ユーザーエクスペリエンス）を最良と

するサービスを目指しつつ、行政のあらゆるサービスが最初から最後までデジ

タルで完結されるように、行政サービスの 100％デジタル化を実現する。 

具体的には、利用者が「すぐ使えて」、「簡単」で、「便利」なサービスを

追求し、本計画に示す「サービス設計 12箇条」に沿い、一人ひとりの利用者

の行動、一つ一つの利用者との接点を捉え、サービスの分析及び設計を行う。

これによって、心理状態や行動等を含めた、サービスの利用者の体験全体が最

良となるようなサービスを提供する。さらに、提供されているサービスの内

容、品質が継続的に改善され、向上するような状態を実現する。 
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（1）「サービス設計 12 箇条」 

 利用者中心の行政サービスを提供し、プロジェクトを成功に導くために必要

となるノウハウを、「サービス設計 12箇条」として以下のとおり示す。それ

ぞれのルールの内容は、「デジタル・ガバメント推進方針」（平成 29年５月

30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会

議決定）に盛り込まれたサービスデザイン思考を具体化したものであり、これ

までのデジタル化・業務改革（BPR）の取組から得られたノウハウをベースと

しつつ、サービス改革に関する国際的な動向を取り入れたものである。 

 各府省は、以下の 12箇条を踏まえ、行政サービス改革を進めるものとす

る。 

なお、サービスの設計に当たっては、費用の適正化とサービスの向上を両立

させるため、費用対効果の検証を十分に行う。 

 

＜サービス設計 12箇条＞ 

第１条 利用者のニーズから出発する 

第２条 事実を詳細に把握する 

第３条 エンドツーエンドで考える 

第４条 全ての関係者に気を配る 

第５条 サービスはシンプルにする 

第６条 デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める 

第７条 利用者の日常体験に溶け込む 

第８条 自分で作りすぎない 

第９条 オープンにサービスを作る 

第 10条 何度も繰り返す 

第 11条 一遍にやらず、一貫してやる 

第 12条 情報システムではなくサービスを作る 

 

第１条 利用者のニーズから出発する 

提供者の視点ではなく、利用者の視点に立って、何が必要なのかを考える。

様々な利用者がいる場合には、それぞれの利用者像を想定し、様々な立場から

検討する。サービス提供側の職員も重要な利用者として考える。ニーズを把握

するだけでなく、分析によって利用者が抱える課題・問題を浮き彫りにし、サ

ービスの向上につなげる。 
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第２条 事実を詳細に把握する 

実態の十分な分析を伴わない思い込みや仮説に基づいてサービスを設計する

のではなく、現場では何が起きているのか、事実に基づいて細かな粒度で一つ

一つ徹底的に実態を把握し、課題の可視化と因果関係の整理を行った上でサー

ビスの検討に反映する。データに基づく定量的な分析も重要である。 

 

第３条 エンドツーエンドで考える 

利用者のニーズの分析に当たっては、個々のサービスや手続のみを切り取っ

て検討するのではなく、サービスを受ける必要が生じたときからサービスの提

供後までエンドツーエンドの、他の行政機関や民間企業が担うサービスの利用

まで含めた利用者の行動全体を一連の流れとして考える。 

 

第４条 全ての関係者に気を配る 

サービスは様々な関係者によって成り立っている。利用者だけでなく、全て

の関係者についてどのような影響が発生するかを分析し、Win-Winを目指す。

また、デジタル機器が使えない人も、デジタル技術を活用することによって便

益を享受できるような仕組みを考える。 

 

第５条 サービスはシンプルにする 

利用者が容易に理解でき、かつ、容易に利用できるようにシンプルに設計す

る。初めて利用する人やデジタル技術に詳しくない人でも、複雑なマニュアル

に頼らずとも、自力でサービスを利用して完結できる状態を目指す。また、行

政が提供する情報や、利用者に提出や入力を求める情報は、真に必要なものに

限定する。 

 

第６条 デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める 

サービスには一貫してデジタル技術を用い、利用者が受ける便益を向上させ

る。技術の進展に対応するため、IoT（Internet of Things）や AI

（Artificial Intelligence）などの新技術の導入についても積極的に検討す

る。これまでデジタル以外の手段で提供してきたものであっても、業務の見直

しによるデジタルへの移行の可能性を検討し、サービスの改善を図る。また、

情報セキュリティ対策とプライバシーの確保はサービスの価値を向上させるた

めの手段であることを認識した上で、デジタル技術の活用によってサービスを

セキュアに構築する。 
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第７条 利用者の日常体験に溶け込む 

サービスの利用費用を低減し、より多くの場面で利用者にサービスを届ける

ために、既存の民間サービスに融合された形で行政サービスの提供を行うな

ど、利用者が日常的に多くの接点を持つサービスやプラットフォームとともに

サービスが提供されるような設計を心掛ける。 

 

第８条 自分で作りすぎない 

サービスを一から自分で作るのではなく、既存の情報システムの再利用やそ

こで得られたノウハウの活用、クラウドサービス等の民間サービスの利用を検

討する。また、サービスによって実現したい状態は、既存の民間サービスで達

成できないか等、行政自らがサービスを作る必要性についても検討する。過剰

な機能や独自技術の活用を避け、API連携等によってほかで利用されることを

考慮し、共有できるものとするよう心掛ける。 

 

第９条 オープンにサービスを作る 

サービスの質を向上させるために、サービス設計時には利用者や関係者を検

討に巻き込み、意見を取り入れる。検討経緯や決定理由、サービス開始後の提

供状況や品質等の状況について、可能な限り公開する。 

 

第 10 条 何度も繰り返す 

試行的にサービスの提供や業務を実施し、利用者や関係者からの意見を踏ま

えてサービスの見直しを行うなど、何度も確認と改善のプロセスを繰り返しな

がら品質を向上させる。サービス開始後も、継続的に利用者や関係者からの意

見を収集し、常に改善を図る。 

 

第 11 条 一遍にやらず、一貫してやる 

困難なプロジェクトであればあるほど、全てを一度に実施しようとしてはな

らない。まずビジョンを明確にした上で、優先順位や実現可能性を考えて段階

的に実施する。成功や失敗、それによる軌道修正を積み重ねながら一貫性をも

って取り組む。 

 

第 12 条 情報システムではなくサービスを作る 

サービスによって利用者が得る便益を第一に考え、実現手段である情報シス

テム化に固執しない。全てを情報システムで実現するのではなく、必要に応じ

て人手によるサービス等を組み合わせることによって、最良のサービスを利用

者に提供することが目的である。  
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（2）「サービス設計 12 箇条」の導入と普及（◎内閣官房、総務

省、全府省） 

これまでの取組としては、内閣官房を中心に、「サービス設計 12箇条」に

基づくサービスデザイン思考の要素（意義、手法、事例等）について取りまと

めた「サービスデザイン実践ガイドブック」（平成 30年３月 19日内閣官房情

報通信技術（IT）総合戦略室）を、2019年（平成 31年）２月に、サービス・

業務改革（BPR）並びにこれらに伴う政府情報システムの整備及び管理に関し

て、その手続・手順に関する基本的な方針及び事項並びに政府内の各組織の役

割等を定める体系的な政府の共通ルールである「デジタル・ガバメント推進標

準ガイドライン」（平成 31年２月 25日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡

会議（以下「CIO連絡会議」という。）決定、令和２年３月 30日に改定版の

CIO連絡会議決定。以下「標準ガイドライン」という。）に統合した。 

また、内閣官房においては、サービスデザインのベースとなる基本的理解と

方法論を共有することを目的として、各府省の CIO補佐官・PMO等を対象に研

修を行っている。 

引き続き、内閣官房及び総務省は、各府省の PMO、PJMOと連携しながら「サ

ービス設計 12箇条」に基づく行政サービス改革を行う。具体的には、これま

での取組で得られたノウハウやサービス改革事例の蓄積について、今後、標準

ガイドラインに関連する指針類等に係る文書体系（以下「標準ガイドライン

群」という。）や総務省等が提供する研修などの教育プログラムへ反映すると

ともに、PJ管理強化方針に基づく取組において活用することで、各府省の取組

を後押しする。 

  

2.2 業務改革（BPR）の徹底（◎内閣官房、◎総務省、全府省） 

 行政手続の存在を前提とし、そのデジタル化自体が目的化すると、本来目指

している「利用者の利便性向上」が二の次とされてしまうおそれがある。我が

国においても、過去に、国の全行政手続のオンライン化が目的化したことで、

そもそも年間利用件数が０件の手続のオンライン化や費用対効果の見合わない

情報システムの整備を行い、結局、利用者の利便性向上や行政の効率化という

成果が十分得られなかった。利用者中心の行政サービスを実現する上で、行政

手続及びそのオンライン化はあくまで手段と認識することが重要である。 

 こうした観点から、デジタル化の効果を最大限に発揮するためにも、デジタ

ル化の目的である「利用者中心の行政サービス」等に立ち返った業務改革

（BPR）及び制度そのものの見直しに取り組む。 

 具体的には、各府省は、利用者から見たエンドツーエンドで事実を詳細に把

握した上で、行政サービスの利用者と行政機関間のフロント部分だけでなく、
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行政機関内のバックオフィスも含めたプロセスの再設計を行い、各業務におい

て、利用者がサービスを受ける際の最適な手法について検討を行う。その際、

どのようなツールが使えるかという発想ではなく、まず、「サービス設計 12

箇条」に基づき、利用者のニーズ、利用状況及び現場の業務を詳細に把握・分

析した上で、あるべきプロセスを制度・体制・手法を含めて一から検討する。

利便性の高い行政サービス及び業務の効率化を実現する上で最も妨げになるの

が、利用者視点の欠如、現状を改変不能なものと考える姿勢、慣習への無意識

な追従などの「意識の壁」である。業務改革（BPR）の徹底の過程で一から制

度等を見直す中で、これを取り払っていくことが最も重要である。 

 また、単純に思える問題事象の裏には日常では意識しない様々な原因・問題

が隠れており、表面的な現象に目を奪われ、その部分だけを修復しようとする

と、問題の根が残ったままで再発するおそれがある。事実を一つ一つ丁寧に把

握して問題の真因をつかむことで、本当に必要な対策を講ずることができるの

であり、既存のルール・仕事のやり方に囚われずに、解決策を組み立て、プロ

セスを再設計することが必要である。そのため、政府 CIOレビューを実施して

きたプロジェクトが取り組んでいるように、サービス提供者の視点だけではな

く、利用者の視点に立って、利用者のニーズ、利用状況及び現場の業務につい

て、個人又は法人等の利用者ごとの違いや業務を行っている現場の規模等に応

じた「ばらつき」まで詳細に把握・分析した上で、プロジェクトの関係者にお

いて的確に行政サービス・業務の状況を共有するため、フロー図等を作成する

ことにより、行政サービス全体のプロセスを可視化することが必要である。 

 

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年６月 21日閣議決

定）において、内外の諸課題に即応できる質の高い行政サービスの確立に資す

るため、必要な推進体制を整備し、現場業務の実態把握とそれを踏まえた既存

業務の抜本見直しを着実に実施するとともに、幹部・管理職員の職責としてそ

れを明確にし、その成果を人事評価に適切に反映する等とされたことを踏ま

え、基本的な考え方を示した「業務見直しの進め方」を参考に、取り組んでい

る。 

こうした状況を踏まえ、各府省は、業務改革（BPR）の検討のための負担増

を敬遠したり、業務改革（BPR）を後回しにしたりするのではなく、国民、企

業等にとってより良い行政サービスを実現するため、必要な体制を整備した上

で、計画的に取り組む。 

内閣官房及び総務省は今後、書面・押印・対面の見直しや働き方改革の推進

といった業務改革（BPR）に係る他の取組と相互に成果を活用しながら、ノウ
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ハウ、知見の提供や優良事例の分析、展開によって、業務改革（BPR）の検討

を行う各府省への協力を行う。 

 

2.3 サービスデザインの実践及び民間サービスとの連携による、利

用者中心サービスの更なる推進に向けた環境の整備（◎内閣官房） 

 今般の新型コロナウイルス感染症対策においては、病院や避難場所の充足状

況、必要物資の供給状況等の情報を迅速かつ分かりやすく国民に伝えることが

強く求められた。その際、民間が提供するサービスを活用することも重要であ

るが、サービスが乱立することによる混乱や、情報の取扱い等に問題が生じる

懸念もある。このため、双方向のインターフェースの対話型サービスなど民間

サービスの利活用や行政システムとの連携に関して、その検討プロセスから運

用も含めた留意点等について、新型コロナウイルス感染症対策として行われた

事例等を分析し、2020年度（令和２年度）中に取りまとめる。 

また、非常時においても適切に行政サービスを提供できる環境を実現するた

めには、サービスデザイン思考に基づく利用者中心のサービスへと転換を図ら

ねばならない。2020年度（令和２年度）に設置したデジタル・ガバメント技術

検討会議デザインタスクフォースにおいて、UI（ユーザーインターフェース）

/UX（ユーザーエクスペリエンス）の在り方や民間サービスとの連携の在り方

等の調査・検討を行う。 

 さらに、行政機関におけるサービスデザインの優良事例について、これまで

のサービスデザインに関する体系的な知識に加え、具体的な利用事例を収集

し、2020年度（令和２年度）中にディスカッションペーパー1として取りまと

めるとともに、標準ガイドライン群における関連項目に反映させる。 

  

                                                      
1 政府 CIO 補佐官等の有識者による検討内容をとりまとめたもの。 
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３  国・地方デジタル化指針  
 

（１）マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善 

 今般の新型コロナウイルス感染症対策の経験を踏まえ、緊急時の迅速・確実

な給付の実現など、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤の抜本的な

改善を図るため、デジタル・ガバメント閣僚会議の下に、「マイナンバー制度

及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」を設置し、33の課

題の整理をするとともに、工程表の策定に向けた検討を実施した。 

 2020年（令和２年）12月に同ワーキンググループにおいて取りまとめた報

告（工程表を含む。）は別添１のとおりである。この報告を「国・地方デジタ

ル化指針」とし、今後、各府省はこの工程表に基づき、マイナンバー制度及び

国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善に向けた取組を進める。 

なお、マイナンバーカードと各種カード、手帳等との一体化等については、

別添２の工程表に沿って引き続き推進する。 
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４ デジタル・ガバメントの実現のための基盤の整備 

政府情報システムは、一義的には、各府省の各業務において用いられるもの

であるから、その整備・運用に当たって、各府省の各業務担当者の意向が反映

されるべきことは当然である。しかしながら、政府情報システムの整備・運用

を各業務担当者の裁量に全て委ねたのでは、随所で重複投資が発生するだけで

なく、政府情報システム間の不整合に起因する様々な非効率が発生することに

なる。そこで、政府では、政府情報システムの統一的管理に向けて、政府共通

プラットフォームの整備や府省が共通的に利用する情報システムの推進に取り

組んできた。 

 引き続き、政府全体で共通的に利用する情報システム、基盤、機能等（以下

「デジタルインフラ」という。）を内閣官房が主導して整備することで、横断

的かつ業務改革（BPR）を意識したサービス視点での政府情報システムの整

備・運用を、効果的かつ効率的に実現する。 

 また、データの標準化、情報システム間の互換性、円滑な情報連携、高度な

情報セキュリティ対策の確保、個人情報の保護等についても、政府として統一

性を確保しつつ効率的に実現する。 

 なお、ここでは、前記「３ 国・地方デジタル化指針」に記載のデジタル基

盤の構築に係る事項以外のものを中心に記載する。 

 

4.1 デジタル・ガバメントの実現のためのグランドデザイン（◎内

閣官房、◎総務省、全府省） 

多様な主体がデジタル技術を介して協働するとともに、官民を問わず、あら

ゆるデータやサービスが有機的に連携し、新たなイノベーションを創発する社

会を実現するために、将来的な行政サービスの在り方を見据えつつ、それを実

現するための仕組みを考えた上で、情報システムを実装することが重要であ

る。そのためには、中長期的に実現すべき行政サービス像、それを実現するた

めに必要な標準的な業務及び情報システム、統一的な政府情報システムの将来

的な在り方、既存業務及び情報システムの移行、データの標準化、情報システ

ム間の互換性、円滑な情報連携、高度な情報セキュリティ対策等についての方

針が明確になっていることが重要である。 

 内閣官房及び総務省は、政府 CIO補佐官を中心としたワーキングチームにお

いて検討を行い、2020年（令和２年）３月に「デジタル・ガバメント実現のた

めのグランドデザイン」（以下「グランドデザイン」という。）をデジタル・

ガバメント技術検討会議にて取りまとめた。 
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 この中で、デザインシステム、ベース・レジストリ等今までにないデジタ

ル・ガバメントの考え方が具体化してきている。2030年（令和 12年）も見据

えて今後も、本グランドデザインを参考にしつつ、デジタル・ガバメントの取

組を推進する。 

 

（参考）デジタル・ガバメント実現のためのグランドデザイン（概要） 

  

（出所：令和２年３月 31日 CIO連絡会議資料） 

 

4.2 デジタルインフラの整備と利用、情報システムの共用の推進

（◎内閣官房、◎総務省、全府省） 

 各府省が共通的に利用する情報システムについては、2003年（平成 15年）

の「電子政府構築計画」（平成 15年７月 17日 CIO連絡会議決定）以来、随時

整備が進められてきたところであるが、PJ管理強化方針において、デジタルイ

ンフラについては、内閣官房の下、統一的な方針に基づき、より一層、適正か

つ効率的に整備・運用することとされた。 

 今後、内閣官房及び総務省は、政府全体として共用化・標準化することによ

る投資効率の向上といった政府横断的な観点から、各情報システム等の特性を

踏まえつつ、共用化する業務、機能、採用する技術等を整理、選定し、デジタ

ルインフラの範囲を見直すとともに、具体的な実装を進める。また、各府省は

デジタルインフラ等の徹底した利用を推進する。 
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 こうした取組により、各府省の業務の標準化や情報システムの共用化、標準

化を進め、行政サービスの迅速かつ簡便な提供を実現するとともに、効率化に

より生み出された資源を活用して行政サービスの質の向上を目指す。 

 

 なお、デジタル庁の設置も見据え、各府省の情報システムは、①デジタル庁

システム、②デジタル庁・各府省共同プロジェクト型システム及び③各府省シ

ステム（①及び②以外のシステム）の区分に分類し直し、各府省が共通で利用

する等のシステムは①としてデジタル庁が自ら整備及び運用を行うこととして

いる。これにより、本取組を加速化していく。 

 

4.3 マイナンバーカードの普及（◎内閣官房、◎総務省、◎内閣

府、関係省庁） 

UI（ユーザーインターフェース）部分のデジタル化を進める上で重要なの

は、住民の本人確認をオンラインで行うことである。市町村長による確かな本

人確認を経て発行される最高位の公的な本人確認ツールであるマイナンバーカ

ードの普及拡大が社会全体のデジタル化のカギを握っていることから、国は地

方公共団体と協力して、マイナンバーカードの普及に全力を挙げて取り組む。 

 

4.4 行政機関におけるクラウドサービス利用の徹底 

（1）クラウド・バイ・デフォルト原則を踏まえた政府情報システム

の整備（◎内閣官房、◎総務省、全府省） 

近年、急速に進化し発展したクラウドサービスは、従来のオンプレミス 2の情

報システムに比べ、リソースの迅速な配備と柔軟な増減が可能で、整備・変更に

係る期間を短縮でき、自動化された運用による高度な信頼性や複数地域へのリ

ソース配置による可用性の確保、サービスが提供する管理機能等を活用するこ

とによる運用負荷の低減が期待される等、正しい選択を行えば、費用を削減しつ

つ高品質な情報システムを整備できる。また、クラウドサービスは単にインフラ

（サーバ機能）を提供するものから、プラットフォーム（開発・稼働環境）やア

プリケーションそのものを提供するものに変遷しており、クラウドサービス利

用の価値は、単なるインフラ環境の利用から、マイクロサービスや DevOps3 に

                                                      
2 従来型の構築手法で、アプリケーションごとに個別の動作環境（データセンター、ハー

ドウェア、サーバ等）を準備し、自らコントロールするもの。 
3 開発（Development）と運用（Operations）を組み合わせた用語。ソフトウェアの開発と

リリースを継続的かつ迅速に行うために、開発・運用環境の統合とツール化や開発担当者

と運用担当者の連携・協力を重視する開発手法。 
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代表されるアプリケーション開発効率化と環境構築・運用・保守の効率化・自動

化に変化している。政府情報システムにおいても、クラウドサービスを利用する

ことで様々な課題が解決されることが期待される。しかしながら、これまで政府

では、情報セキュリティ対策や移行リスクへの漠然とした不安、不十分な事実認

識等から、クラウドサービスの利用に前向きでなかった側面を有してきたこと

は否定できない。一方、社会全体では、多方面にわたり、クラウドサービスの利

用が増加してきている。そこで、政府情報システムを整備する際には、クラウド

サービスの利用を第一候補として、その検討を行うものとするクラウド・バイ・

デフォルト原則を具体化し、各府省がクラウドサービスを採用し、効果的に利用

するために、2018年（平成 30年）６月に、政府情報システムにおけるクラウド・

バイ・デフォルトの基本的な考え方、各種クラウド（パブリッククラウド 4、プ

ライベートクラウド 5等）の特徴、クラウドサービスの利用における留意点等を

整理し、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」

（平成 30年６月７日 CIO連絡会議決定。以下「クラウドサービス利用方針」と

いう。）を策定した。 

 各府省は、引き続き、クラウドサービス利用方針に基づき、政府情報システム

を整備する際には、対象となる行政サービス・業務、取り扱う情報等を明確化し

た上で、メリット、整備の規模、費用等を基に、各種クラウドサービスの利用を

原則として検討する。 

これを支援するため、政府情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供

する複数のクラウドサービス（IaaS、PaaS、SaaS）の利用環境（「（仮称）Gov-Cloud」）

を整備し、早期に運用を開始する。また、各府省がクラウドサービスの利用の検

討を行うに当たり、技術的な助言等を行う。 

 

KPI：政府情報システムにおけるクラウドサービスの活用数 

（2）クラウドサービスの安全性評価（◎内閣官房、◎総務省、◎経済産業

省、全府省） 

 クラウドサービスの導入に当たっては、情報セキュリティ対策が十分に行わ

れているサービスを調達する必要があることから、「政府情報システムにおけ

るクラウドサービスのセキュリティ評価制度の基本的枠組み」（令和２年１月

                                                      
4 任意の組織で利用可能なクラウドサービスであり、リソースは事業者（クラウドサービ

ス提供者）によって、制御される。 
5 サービス提供元の組織でのみ利用可能なクラウドサービスであり、リソースも自らによ

って制御する。なお、組織でリソースを確保し、運用を民間に委託する形態等も含まれ

る。 
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30日サイバーセキュリティ戦略本部決定）を決定し、これに基づき 2020年

（令和２年）６月に「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度

（ISMAP)」（以下「本制度」という。）を立ち上げた。 

 内閣官房、総務省及び経済産業省は、2020年度（令和２年度）中に統一的な

セキュリティ要求基準に基づき安全性が評価されたクラウドサービスリストの

公表を行うとともに、全政府機関における本制度の利用を推進していく。 

 また、本制度の対象は各政府機関等であるが、公開される情報等について、

民間においても参照することで、クラウドサービスの適切な活用が推進される

ことが期待される。 

 

4.5 情報セキュリティ対策・個人情報保護等（◎全府省、◎内閣官

房） 

各府省は、行政のデジタル化を推進するに当たっては、以下の観点等から業

務及び情報システムの安全性及び信頼性を確保するための措置を講ずる。 

ア. 情報セキュリティ対策 

情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないよう、サイバーセキュリ

ティ戦略本部等が定める「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一

基準群」（以下「統一基準群」という。）に基づき、技術革新等に対応した

情報セキュリティ対策を講ずる。 

また、内閣官房は、デジタル改革基本方針で示されたサイバーセキュリテ

ィの実現の方向性を踏まえ、所要の検討を進める。 

 

イ. 個人情報の保護等 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58

号）などの個人情報保護法制を遵守し、個人情報の保護その他の個人の権利

利益の保護のための措置を講ずる 6。 

 

ウ. 業務継続性の確保 

                                                      
6 国の行政機関、独立行政法人等に係る個人情報保護制度について、個人情報の保護に関

する法律（平成 15年法律第 57号）と統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制

度についても全国的な共通ルールを法律で規定した上で、これらの制度を個人情報保護委

員会が一元的に所管する仕組みとすることとし、このための法律案を次期通常国会に提出

する。 
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災害時に備えた非常用電源の確保、データのバックアップやバックアップ

センターの整備など、非常時においても業務を継続するために必要な方策を

適切に講ずる。 

 

4.6 情報システムに関する技術トレンドへの対応（◎内閣官房） 

情報システムは、汎用技術の組合せにより整備されており、日々変化する技

術トレンドに対応していくことが重要である。現状、どのような技術を採用す

るかは情報システムごとに判断されているが、技術トレンドに対応した製品・

技術の選定や情報セキュリティ対策の最新化に対して、政府全体としてのガバ

ナンスが効きにくくなっている。今後、民間の人材・知恵やオープンな技術を

活用しつつ徹底した見直しを行うことで、事業者の提案への過度の依存によ

る、いわゆるベンダーロックインから脱却するとともに、今後主流になると考

えられる技術の導入を進めていく。 

内閣官房においては、「政府情報システムにおけるサポート終了等技術への

対応に関する技術レポート」（平成 31年３月 28日内閣官房情報通信技術

（IT）総合戦略室）、「政府情報システムにおいてサービス提供の対象とすべ

き端末環境及び Webブラウザの選定に関する技術レポート」（平成 31年３月

28日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）及び「Javaのサポートポリシ

ー変更等に関する技術レポート」（令和２年６月 24日内閣官房情報通信技術

（IT）総合戦略室）を策定するなど、政府情報システムの整備において、技術

トレンドを認識し、それを踏まえて情報システムを整備することができるよう

に取り組んできた。 

引き続き、内閣官房は、情報システムの技術トレンドへの対応方針、脱却す

べき技術、今後採用すべき技術及びこれらに関する移行方針について、継続的

な検討と見直しを実施する。また、技術の継続的バージョンアップに対応する

ための情報システムの維持管理手法の検討も行う。 

 

KPI：技術トレンドへの対応方針、脱却すべき技術、今後採用すべき技術及び

これらに関する移行方針の整理状況 

 

4.7 新たなデータ戦略 7の推進（◎内閣官房、全府省） 

                                                      
7 データ戦略タスクフォース第一次とりまとめ（令和 2年 12 月 21日）にて策定している
ところ。 
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社会のデジタル化に伴いデータは智恵・価値・競争力の源泉となり、国力、

すなわち我が国の豊かな社会環境及び高い価値創造力を強化することで、国民

のより豊かな生活と活動しやすい事業環境が実現される。さらには、地球規模

の課題から安全保障に至るまで「データの存在／活用」が決定的に重要となっ

ている。 

大量の質の高い信頼できるデータによる相互連携は、現実世界をサイバー空

間で再現（デジタルツイン）し、新たな価値を創出することを可能とするが、

現状の我が国では、デジタル社会に不可欠なデータが十分に整備されておら

ず、新たな価値を創出するようなデータ連携の仕組みも整備されているとは言

い難い。 

このような背景のもと、21世紀のデジタル国家にふさわしいデジタル基盤構

築に向け、行政に限らず官民を含めて我が国全体を見渡した包括的なデータ戦

略を策定することとする。 

その際、行政機関（政府・地方公共団体等）は、「最大のデータホルダー」

であり、そのシステムや行動が我が国の経済社会産業全体に大きな影響を及ぼ

す。行政機関は、サイバー空間における「プラットフォーム中のプラットフォ

ーム」としての役割を求められていることを十分自覚し、行政機関のデジタル

化に留まるのではなく我が国全体の高度化に寄与すべきである。 

データ戦略においては、「ビジョン」＝データ戦略の目指すもの、そのため

に押さえるべき「理念」、「原則」、「アーキテクチャ」＝皆が共有すべき全

体構造を整理する必要がある。 

データ戦略のビジョンは、デジタルツインにより新たな価値を創出できる社

会であり、そのために、信頼と公益性を通じてデータを安心して効率的に使え

る仕組みを構築するという理念と、データ利活用の原則を整理した。そのうえ

で、データ戦略のアーキテクチャとして、データ整備やその連携だけでなく、

関連するデータ連携ルールやトラストなどのルール、利活用環境の整備、連携

基盤（ツール）、全体を支えるデジタルインフラなどを整理した。 

まずは、喫緊の課題としてデータ利活用の土台となる「ベース・レジストリ

などの基盤となるデータの整備」、「データを連携するプラットフォームの構

築」（データ連携に必要なツール及びデータの連携ルールを含む）及び「信頼

性（トラスト）を担保するための枠組みの構築」に取組むこととする。 

 

4.8 行政保有データのオープン化、行政データ連携の推進 

4.8.1 ベース・レジストリ整備の推進（◎内閣官房、全府省） 

行政手続のワンスオンリーを実現するなど社会全体の効率性の向上を図る
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とともに、スマートシティなどの新しいサービスの創出を図るためには、マイ

ナンバーや地理空間情報など社会全体の基盤となるデータを整備・活用するこ

とが必要である。それにより、情報の更新漏れの防止等によるデータの信頼性

が高くなり、社会全体での安心感にもつながっていく。 

そこで、まずは喫緊の課題として整備すべきベース・レジストリを、「公的機

関等で登録・公開され、様々な場面で参照される、人、法人、土地、建物、資

格等の社会の基本データであり、正確性や最新性が確保された社会の基盤とな

るデータベース」と定義し、その整備を推進することとする。 

ベース・レジストリが対象とする分野は広範であるが、そのなかでも、①多

くの手続で利用されること、②災害などの緊急時に必要であること、③社会的・

経済的な効果が大きいことの３点を軸として優先順位を設定し、段階的な取組

を進める。特に行政手続においては、利用者に同じ情報の提供を再度求めない

ワンスオンリーサービスに必要なデータを特定し、優先的に検討を進める。 

具体的にはベース・レジストリの構築を図るための整備方針である「ベース・

レジストリ・ロードマップ」を策定する。そのロードマップに基づき、データ

ホルダーである関係省庁において、課題整理と解決の方向性の検討を 2021 年

(令和３年)６月末までに行う。 

 

4.8.2 その他基盤データの整備の推進（◎内閣官房、全府省） 

ベース・レジストリのように汎用的に活用されないが特定分野等で社会の基

盤として使われるデータや、民間分野で整備されるデータに関して、新たなデ

ータ整備等の検討をしていく必要がある。 

医療、教育などの準公共分野については、デジタル庁の策定する情報システ

ムの整備方針に則って、関係省庁や関係業界と連携して当該分野に必要な基盤

データの整備を図る。民間分野においても、デジタル庁が業種を越えた情報シ

ステム間の相互の連携が重要な分野（相互連携分野）として指定する分野につ

いては IPA（独立行政法人情報処理推進機構）のほか関連民間機関と連携し、

標準に係る整備方針を策定する。 

 

4.8.3 オープンデータの推進（◎内閣官房、全府省） 

データ利活用の役割が急速に増大し、それに伴い経済社会産業構造が変化す

るなかで、これまでオープンにしてこなかったベース・レジストリやその他の

基盤データ等のデータの経済社会活動に与える意義が変化し、社会におけるデ

ータに関する考え方も変化してきている。 
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そのため、オープンデータを俯瞰したデータマネジメントやデータライフサ

イクルも同様に大きく変えていく必要がある。 

行政機関の保有するデータについては、「オープンデータ基本指針」（平成 29

年５月 30 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推

進戦略会議決定。2020年度（令和２年度）改正予定）が定められており、オー

プンデータ・バイ・デザインの推進が謳われるとともに、行政保有データにつ

いては原則公開とされ、利活用推進の観点からは機械判読性の要件がオープン

データの定義として存在する。 

しかしながら、①「原則公開」としか謳っておらず、特にニーズの高いデー

タであっても具体的な公開内容、方策に係る説明が欠如、②「機械判読性」に

ついても「原則」にとどまり、５つ星 8を参考にするとの努力義務となってお

り、オープンデータが十分に進んでいるとは言えない。 

上記の環境変化を踏まえ、オープンデータの推進方針を改めて見直し、まず

は機械判読性を強化するため、①公開を推奨するデータ（希少性、有用性、信

頼性、リアルタイム性の高いもの）の具体化、②機械判読性原則の強化などの

質の見直し（例：構造化データは CSVフォーマット以上で原則公開、非構造化

データはメタデータの公開）を内容とするオープンデータ基本指針を 2020 年

度内に改定する。 

さらに、今後デジタル庁が策定する国・地方の情報システム、準公共分野の

情報システムの整備方針にオープンデータ・バイ・デザインや機械判読性の強

化など基本方針の考え方を反映させるとともに、デジタル庁の関わる情報シス

テム整備の際に、これらが反映されるよう実効性の確保を検討する。 

 

4.8.4 包括的なデータマネジメントの推進（◎内閣官房、全府省） 

データの生成・設計・開発の工程においては、政府システムの開発の手順を

示した標準である政府標準ガイドライン群や、内閣官房が別途策定 9するデー

タ標準やデータ品質管理フレームワークを活用する。 

                                                      
8 Web の創設者 Tim Berners-Leeが提唱した５段階の指標で、ファイル形式に関わらず二
次利用が可能なライセンスを満たす場合は第１段階、機械判読性の比較的高い csv 形式は
第３段階とされている。 https://5stardata.info/ja/ 
9 データ戦略タスクフォース第一次とりまとめ（令和 2年 12 月 21日）の包括的なデータ
マネジメントの推進に基づきデータ標準及びデータ品質管理フレームワークを整備してい
るところ。 
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今後デジタル庁が策定する国・地方の情報システム、準公共分野の情報シス

テムの整備方針、デジタル庁が相互連携分野として指定する分野において各府

省が策定する相互連携分野の標準に係る整備方針にこれらを反映させるととも

に、デジタル庁の関わる情報システム整備の際に、これらへの遵守を要件とす

るなど実効性の確保を検討する。これらにより、ライフサイクルを通じた再利

用性の高いデータの整備を行っていく。 

ベース・レジストリについては、個人情報など秘匿性の高いデータに対し、

誰がいつアクセスしたなどのアクセス情報を本人が確認できるようにするな

ど、データ運用における利用者の信頼性の確保を図るとともに、利用者が安心

できる環境整備を行っていく。 

 

4.8.5 プラットフォームとしての行政の構築（◎内閣官房、全府

省） 

特にデジタル社会においては行政機関が最大のデータ保有者であり行政自

身が国全体の最大のプラットフォーム（Platform of Platforms／System of 

Systems）となることが産業競争力や社会全体の生産性向上に直結する。 

このため、国全体の最大のプラットフォームたる行政機関が、そのアーキテ

クチャを策定し、マイナンバー制度とリンクした ID体系の整備、ベース・レジ

ストリをはじめとした基盤データの整備、カタログの整備等を行い、民間に対

してもオープン化・標準化された APIで連動できるオープンなシステムを構築

する。 

 

4.8.6 行政保有データの 100％オープン化 

 データ戦略におけるオープンデータ推進を踏まえ、行政保有データの原則オ

ープンデータ化を徹底した上で、データを活用したイノベーションや新ビジネ

スの創出を後押しするために、「オープンデータ官民ラウンドテーブル」の開

催や行政保有データの棚卸結果の公開等を通じ、各府省が能動的に利用者のニ

ーズを把握し、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないよ

うに留意しつつ、ニーズに即したオープンデータの取組を進める。また、行政

保有データが、その収集から管理、提供に至るまで可能な限り自動的に品質が

維持され、機械判読に適したデータ形式やレイアウトで、API等を通じてオー

プンデータとして提供されるように、業務・情報システムの整備・運用・評価

を行う。 
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こうした取組により、行政保有データが民間事業者等によって積極的に活用

されるとともに、行政内部でも政策の企画・立案や業務効率化等に活用される

状態を目指す。 

 

（1）オープンデータに係るニーズの把握と迅速な公開（◎全府省） 

 各府省は、更新した行政保有データの棚卸リストを自ら公開し、利用者から

オープンデータの公開要望を募ったり、相談窓口や民間事業者等と直接対話を

行う場を設けたりするなど、利用者のニーズを把握するための取組を継続的に

行う。また、その結果得られた公開要望のうち、オープンデータとしての公開

が可能と判断したものは、データ戦略におけるオープンデータ推進を踏まえ、

速やかに公開するとともに、データカタログサイトへ登録する。 

加えて、オープンデータとしての公開が不可と判断したものについても、条

件付きで公開できるものは公開するとともに、公開できない場合には、その理

由を各府省の Webサイト等において公開する。 

さらに、公開に支障のあるデータ項目を除いて公開することや、限定的な関

係者間で共有する「限定公開」といった手法の活用も検討する。 

 

KPI：ニーズに即したオープンデータの取組方針とスケジュールの各府省中長

期計画への反映状況 

KPI：各府省において利用者の要望等に応じて新たに公開又は公開内容の見直

しを行ったデータ件数 

 

（2）オープンデータ・バイ・デザインの計画的な推進（◎内閣官房、総

務省、経済産業省、全府省） 

 内閣官房は、2019年（平成 31年）２月に実施した標準ガイドライン群の改

定に際して、オープンデータ・バイ・デザインに係る具体的取組内容を盛り込

んだ。 

今後、オープンデータ・バイ・デザインに基づいた行政サービス・業務設計

及び運用に切り替わるまでの間であっても、データ戦略におけるオープンデー

タ推進に基づくオープンデータ基本指針に則り、行政保有データを利用しやす

い形でオープンデータとして提供するための取組を継続的に実施する。 

 各府省は、オープンデータ・バイ・デザインの取組方針とスケジュールが盛

り込まれた各府省中長期計画を着実に実施し、情報システムの整備時期を見据

え、オープンデータ・バイ・デザインに基づいた行政サービス・業務設計及び

運用に順次切り替えていく。 
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内閣官房は、今後、オープンデータとして活用されることを前提とした情報

システムの普及・推進に向けた検討を進める。 

 

KPI：オープンデータ・バイ・デザイン取組対象の情報システム数 

KPI：オープンデータ・バイ・デザイン取組対象の情報システムのうち、オー

プンデータの公開を開始した数 

4.8.7 行政データ連携の推進 

多様なサービスやデータを円滑に連携させ、高度かつ便利なサービスを実現

するためには、連携データや APIの仕様を標準化するとともに、それぞれの情

報システム等で保持しているデータを常に適切な品質に維持し、相互運用性を

高めることが必要である。 

行政による個人や企業等の社会経済活動に必須となるサービスの提供や、統

計などの社会の基礎データの収集及び提供は、社会における情報の流れの基盤

として機能しているため、行政分野における標準化の取組は一層重要なものと

なる。行政分野におけるサービスやデータの標準化を推進することは、行政の

みならず、民間事業者等における業務の効率化やデータ活用を促進すると考え

られる。また、標準化された行政データを行政内部で活用するとともに積極的

にオープンデータとして公開することは、官民を通じた幅広いデータ連携やサ

ービスの向上にも資する。 

こうした背景を踏まえ、以下の取組を進めることによって、行政サービス及

び行政データ連携の標準の整備及び活用を推進する。推進に当たっては、民間

との連携を行うとともに、諸外国の標準等とも整合性を確保し、国際的なデー

タ連携も可能とする。 

なお、行政サービス及び行政データの標準への、各情報システムにおける整

備、活用等の対応を進めるに当たっては、設計段階からデータ連携やオープン

データ等による活用を想定することが重要である。既に整備されている情報シ

ステムや機能について個別に標準化への対応を行う場合、改修費用の負担や、

そもそものデータ収集方法の問題等によって、対応可能な範囲に限界が存在す

ることが少なくない。情報システムの整備の機会を捉え、設計段階から適切な

アーキテクチャ及びデータ構造やデータ収集・管理方法となるよう、対応を行

っていく必要がある。 

 

（1）行政データ連携標準の普及（◎内閣官房、全府省） 
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 情報システム活用の効果を十分に発揮するためには、情報システムで取り扱

うデータの構造化を徹底し、情報システム間で円滑に連携できるようにする必

要がある。そのためには、データを提供する側と受け取る側の双方で、共通の

規約や仕様に基づく相互運用性を確保することが重要である。データの相互運

用性を確保するために、データの記述形式、共通に解釈できる語彙、使用する

文字の統一といった標準化に政府全体で取り組む。 

官民を通じた分野横断のデータ連携を行うためには、日付、公共施設・観光

施設等の住所等の基本的なデータ形式の標準化が必要となるが、行政機関にお

けるデータ実装レベルでは、こうした基本的なデータやコードの記法に揺らぎ

が存在している。これまでは人が目視で確認する等によりその揺らぎを吸収し

てきたが、データ連携を効率的に行うためには、揺らぎを抑える仕組みが必要

である。このため、内閣官房は、日本産業規格（JIS)や関連する国際標準等と

も整合性をとりつつ、2019年（平成 31年）３月に「行政基本情報データ連携

モデル」（平成 31年３月 28日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）を取

りまとめ、以下のデータについて標準を整備した。 

・日付時刻 

・住所 

・電話番号 

・郵便番号 

・地理座標 

・POI（Point Of Interest）10 

 

 各府省は、行政基本情報データ連携モデルや「文字環境導入実践ガイドブッ

ク」（平成 31年 3月 28日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）に基づ

き、行政分野におけるデータの標準化に取り組み、データ連携の環境を整備す

ることにより、行政のみならず、民間事業者等における業務の効率化やデータ

活用を促進する。なお、データ連携に使うデータを整備する際は、上記の標準

を適用する。また、利用者がサービスを受ける際の利便性を向上させるため、

デジタル処理に適するようなデータの標準化、APIの整備等に取り組む。 

内閣官房は、関係府省と協力して、町字識別子及び町字情報の標準につい

て、2020年度（令和２年度）末までに整備する。 

 

KPI：標準化対象のデータ数 

 

                                                      
10 公共施設、観光地といった地理的目標物 
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（2）文字環境の整備・普及（◎内閣官房、◎経済産業省、法務省、財務

省、全府省） 

 我が国の行政業務で用いられる漢字約６万文字を整備した文字情報基盤は、

国際標準化（ISO/IEC 10646第５版）を完了したところ、安定した運用体制を

確保するため、2020年（令和２年）８月に民間への移管を行った。また、2018

年（平成 30年）３月には、登記申請書への法人名の読み仮名の記載を開始し

た。加えて、2019年（平成 31年）３月には、漢字、代替文字、読み仮名、ロ

ーマ字等の文字情報の現状や導入方法に関するガイドとして、「文字環境導入

実践ガイドブック」を策定した。さらに、マイナンバー制度及び国と地方のデ

ジタル基盤抜本改善ワーキンググループの議論を踏まえ、マイナンバーカード

に氏名をローマ字表記できるよう、迅速に戸籍における読み仮名の法制化を図

る等の検討を進めることとなった。 

各府省は、文字情報基盤の活用を推進し、文字情報に関する相互運用性を確

保する。また、情報システムを整備する際には、一般的業務に係る情報システ

ムにおいて使用する文字の範囲は JIS X 021311を原則とし、UCS（Universal 

multiple-octet coded Character Set）12に従った表現（符号化及び記述法）

で情報システムの整備を行う。 

加えて、現在個別に外字を使用している情報システムは更改時にその必要性

を見直す。その際、戸籍氏名文字を表すことが必要な場合には、情報システム

の現状を把握しつつ、文字情報基盤を通じたデータ連携を可能とする。なお、

各府省は情報システムの整備に当たっては、当該ガイドに則して整備を行うこ

ととする。 

法人名に関しては、法人番号公表サイトにおいて、2017年（平成 29年）４

月から、法人からの申込みに基づき、法人名の英語表記を公表している。引き

続き、内閣官房は関係府省と協力し、法人名の読み仮名及び英語表記の普及を

図る。 

 

KPI：地方公共団体の調達における文字情報基盤参照割合 

 

（3）共通語彙基盤の推進、コード体系の確立・普及（◎内閣官房、◎経

済産業省、全府省） 

                                                      
11 一般的なパソコンやスマートフォン等で標準的に搭載されている文字の範囲で、漢字な

どの文字コードに関する日本産業規格。第１水準～第４水準の漢字と非漢字の約 1万文字

がコード化されている。 
12 ISO/IEC 10646 で規定された文字コードの国際標準。 



31 
 

 官民を通じた分野横断のデータ交換を促進するため、内閣官房において、

2019年（平成 31年）３月に「行政サービス・データ連携モデル」（平成 31年

３月 28日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）を整備した。 

引き続き、各情報システムが持つデータ項目やデータ構造の標準化を推進す

るため、データ交換基盤である共通語彙基盤の整備及び活用を推進し、データ

全体を正確に交換、活用できる環境を実現する。また、国際的なデータ連携を

実現するため、諸外国の行政用データ基盤と国際的な連携を図る。さらに、語

彙の整備を進めるとともに、当該語彙に対するコードを定義する必要があるた

め、共通語彙と既存語彙の関係性の整理等を通じて、社会の基本となるコード

の整理を実施する。 

 内閣官房は、共通語彙とコードの整備について、イベント、施設、設備等の

社会基盤に関する分野、広報、調達、制度、法人活動等の社会活動に関する分

野を重点分野として検討を進めており、2019年（平成 31年）３月には、調達

情報について行政サービス・データ連携標準を整備した。今後、他分野につい

ても標準を整備しつつ、調達情報についての行政サービス・データ連携標準に

ついて、必要に応じて改定する。さらに、官民データ連携の一環として、共通

語彙基盤や行政サービス・データ連携標準の地方公共団体及び民間への展開を

図る。 

 

また、経済産業省は、共通語彙基盤の整備・拡張を推進する。 

 各府省は、情報システムの整備に当たっては、原則として行政サービス・デ

ータ連携標準に従った形で行う。 

 

KPI：行政サービス・データ連携標準の実装ガイド数 

KPI：地方公共団体の調達における共通語彙基盤参照割合 

 

（4）イベントデータ標準の整備（◎内閣官房、経済産業省、関係府省） 

経済活性化や生活の質向上等のため、シンポジウムやスポーツ、祭事、国

民・地域住民向けの説明会などの様々なイベントが行われているが、その開催

情報や詳細情報は、開催団体や所管組織等の各々が、Webサイトやデータファ

イル等によって、それぞれ独自の項目や形式で公開しており、データ連携を活

用して分かりやすく、かつ、広く伝えられていない現状がある。 

こうした状況を改善するために、内閣官房は、検索性の向上や情報システム

間のデータ連携が容易になるよう、国際標準や共通語彙基盤に準拠したイベン

トデータ標準を整理している。2019年（令和元年）８月には、こども霞が関見
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学デーにおけるイベント検索サービスにて、イベントデータ標準を活用する実

証を行った。 

内閣官房は、当該実証による成果を踏まえ、イベントデータ標準を公開し、

各府省への普及を図るとともに、官民データセットの一環として地方公共団体

への展開を図る。 

 

KPI：イベント情報の APIでの提供機関数 

 

（5）API 整備の推進（◎内閣官房、◎総務省、◎経済産業省、全府省） 

 民間サービスまで含めたワンストップサービスの実現等、官民連携の実現に

当たっては、APIの整備を進めることが重要である。 

現在、行政機関においても APIを公開する情報システムが存在するものの、

通信ルールや開発者への提供方法が不統一であるなど、必ずしも利便性が高い

形で APIを公開できていない状況にある。APIの公開は官民連携をシームレス

に実現していくための強力なツールとなり得るため、開発者・利用者にとって

利便性の高い形で APIを公開することが必要である。また、APIは内部システ

ムへのアクセス手段を提供するものでもあるため、APIを介して実行する処理

や提供する情報に応じて、利用者の管理やデータの設計に取り組む必要があ

る。このため、内閣官房は、より一層の情報システムの連携を図るため、2019

年（平成 31年）３月に「API導入実践ガイドブック」（平成 31年３月 28日内

閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）及び「APIテクニカルガイド」（平成

31年３月 28日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）を策定した。 

 内閣官房及び総務省は、各府省における API整備・活用状況のフォローアッ

プを行い、APIリストを作成し、2020年（令和２年）３月末に公開した。当該

APIリストについては、引き続き、効率的な更新に配慮しつつ、適切に更新す

る。 

 各府省は、本計画に規定されているもののほか、当該ガイドを踏まえ、各行

政サービスにおける APIの整備について検討を行い、各府省中長期計画にその

内容を盛り込む。加えて、API開発者・利用者と意見交換を行う場を設けるな

どによって意見把握に努め、API開発者・利用者のニーズを十分に反映しつ

つ、APIの改善について検討を行い、各府省中長期計画に順次その内容を反映

させる。 

あわせて、各府省における取組を踏まえつつ、API利用者・API提供者双方

の利便性の向上、APIの標準化、情報セキュリティ対策等の観点から、関係者
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間において、行政機関間・行政機関－民間間の API連携を推進するための方策

を検討する。 

 経済産業省は、法人デジタルプラットフォーム整備を通じ、利用者、開発者

にとって利便性の高い APIの整備を進める。 

 

KPI：API関連ガイド数及び公開 API数 

 

（6）データマネジメントの推進（◎環境省、内閣官房） 

 行政データ連携の推進、行政保有データの 100％オープン化を効率的・効果

的に進めるためには、各府省において保有するデータの全体像を把握し、連

携・オープン化するデータの優先付けを行った上で、必要な情報システム・体

制を確保し、データの標準化や品質管理等を組織全体で進めていくことが必要

である。そのためには、そうした一連のプロセスを体系的に進めるための戦略

を定め、取り組んでいくことが重要である。 

 環境省では、政府におけるデータマネジメントの試行的な取組が進められて

おり、今年度中に「環境省データマネジメントポリシー（仮称）」を策定し、

2021年度（令和３年度）以降同ポリシーに基づき行政データ連携の推進や、環

境省保有データのオープン化の取組を進める。こうした取組の実施状況も参考

にしつつ、政府におけるデータマネジメントの在り方を検討する。 

 

4.9 行政手続等の棚卸しの継続・改善（◎内閣官房、総務省、全府省） 

 行政手続等に係る業務改革（BPR）や政府情報システム改革等の推進に向け

て、行政手続等のオンライン化の実施等に関する状況等を把握するため、内閣

官房及び総務省は、行政手続等の棚卸調査を実施している。行政手続等の棚卸

結果は、行政手続等の実態を細かな粒度まで把握するための重要なデータであ

り、各府省が行政サービス改革の基盤データとして活用し、業務改革（BPR）

や政府情報システム改革等を推進することができるよう、内閣官房は、毎年

度、行政手続等ごとに IDを振った上で、集計結果を公表している。 

また、内閣官房は、2018年（平成 30年）３月にオープンデータとして公開

した棚卸データを基に、各府省の協力を得つつ、2018年度（平成 30年度）か

ら毎年度、調査項目の見直しを継続的に実施している。 

 今後、効率的に調査を進めるため、内閣官房及び総務省は、各府省の協力を

得つつ、棚卸データベースの整備に向けて検討を行うとともに、棚卸データの

活用や集計作業の効率化の観点から、データの改善について検討を行い、検討
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結果を順次反映する。これによって、棚卸業務の効率化や、異なる主体間での

手続事務の標準化、行政サービスのデジタル化を促進する。 

 

KPI：棚卸データベースの検討・整備  
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５ 価値を生み出すガバナンス 

5.1 一元的なプロジェクト管理（◎内閣官房、◎総務省、財務省、全府省） 

 これまでの政府の情報システム投資は、各府省・業務ごとに情報システム化

の要否を検討し、各府省における当該業務の担当部局が予算要求・執行を含め

運用の主体として責任を持つことが前提となっており、政府全体でのガバナン

スについても、個々の情報システム単位での妥当性検証が中心であった。企

画、予算要求、執行、チェック、見直しという PDCAサイクルそのものが、基

本的には、縦割りでの情報システムを前提に動いていたと評価することができ

る。 

 その結果、重複的な政府情報システムの整備・運用やオーバースペックでの

システム設計、予算・調達が政府情報システム単位に細分化されているため、

事業者との交渉時に十分なスケールメリットを発揮できていないといった問題

が生じている。 

 こうした問題を解決し、政府情報システムの一層の改革を進め、オープンデ

ータの機械判読性の強化、データの標準化、政府情報システム間の互換性、円

滑な情報連携、高度な情報セキュリティ対策等について、政府として統一性を

確保しつつ効率的に実現していくことが必要となる。そのため、横断的かつ業

務改革（BPR）を意識したサービス視点での政府情報システムの整備・運用を

実現する観点から、政府情報システムの統一的管理のための取組を抜本的に強

化する。 

 このため、2020年（令和２年）４月から政府 CIOの下で全ての情報システム

を対象として、予算要求前から執行の段階まで年間を通じたプロジェクト管理

（以下「一元的なプロジェクト管理」という。）を開始した。具体的には、①

予算要求前の検証（予算要求前レビュー）では、主として、クラウドサービス

の利用の可否などプロジェクトの基本的な方向性や関連サービスとの連携、重

複投資の可能性等について検証を行い、②予算要求時の検証では、主として、

予算編成に向けた費用対効果等の検証を行い、③予算執行段階の検証（予算執

行段階レビュー）では、主として費用の妥当性や仕様の適正性、業務改革

（BPR）等について検証を行っている。このような一元的なプロジェクト管理

について内閣官房を中心に、財務省が行う予算査定や総務省が中心となって行

う業務改革（BPR）と密接に連携して実施することで、全ての情報システムに

ついて、プロジェクト管理が年間を通じて適切に行われるようにする。 

 2020年（令和２年）11月に、標準ガイドライン等において、早急な対応が

求められるため補正予算で情報システムの整備等が実施される場合も含め、情

報システムの整備・運用に対する一元的な状況把握、プロジェクト管理を行う
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ための手順等が明確化されたところであり、内閣官房は各府省への周知徹底を

引き続き実施する。 

 また、プロジェクトの規模や政策的重要性等の観点から重点的なプロジェク

ト管理を行う必要があると認められるプロジェクト（以下「政府重点プロジェ

クト」という。）については、プロジェクトに係る予算の執行府省の担当者、

総務省の担当者や財務省の担当者等も参加するプロジェクトチームを内閣官房

に編成し、当該プロジェクトチームと連携して、①の予算要求前レビューや③

の予算執行段階レビューを実施する。 

 

 なお、デジタル庁の設置も見据え、以下に示す予算の一括要求の対象範囲を

更に拡大することや、情報システムを３つの区分に分類し直した上で整備・運

用すること、民間人材を幅広く採用することを含め体制を大幅に拡充すること

により、一元的なプロジェクト管理をより強化し、実効性を高めていく。加え

て、データ戦略（「4.7 新たなデータ戦略の推進」参照）を踏まえ、政府情報

システムの統一的管理のための取組の更なる強化を図る。 

 

5.1.1 デジタルインフラの整備及び運用に係る予算の一括要求（◎

内閣官房、関係府省） 

情報システム関係予算には、他分野の予算には見られない、以下に代表され

るような特殊性がある。 

①重複投資や情報システム間の不整合を避け、政府全体での最適投資を目指す

必要がある。 

②過剰スペックの要求や曖昧な作業発注、事業者の見積結果の分析不足等の要

因による経費の高止まりが生じやすい。 

③安定的な運用を最優先する結果、現行の事業者に依存する傾向が強く、競争

入札を実施しても特定の事業者のみが受注を繰り返す「ベンダーロックイ

ン」が生じやすい。 

 

このような情報システム関係予算の特殊性を踏まえると、一般的な行政組織

の体制では、必要な経費の見積りや配分を効率的・効果的に行うための体制と

して不十分である。この点、内閣官房では、民間企業で CIO・CTO等のマネジ

メントに関する役職の経験を有する政府 CIOを室長とし、官民の情報システム

整備等を担い、デジタル分野における見識と高い専門性を有する政府 CIO補佐

官を擁するなど、政府全体の情報システム関係予算の見積りや配分を的確に行

うための体制を整備しているところである。このため、情報システム関係予算
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のうち、デジタルインフラの整備及び運用に係る予算については、原則とし

て、内閣官房が、IT基本法第 26条第 1項に定める高度情報通信ネットワーク

社会の形成に関する施策の実施の推進のための事務の一環として一括して要

求・計上し、各府省に配分することとしている。 

 情報システム関係予算については、2020年度（令和２年度）において一括要

求・一括計上の開始年として、デジタルインフラに係る予算のうち、34システ

ムの整備・運用に必要な予算 674億円を内閣官房に一括計上した。2021年度

（令和３年度）については、デジタル庁の設置も見据え、一括要求・一括計上

の範囲を大幅に拡大し、87システムの整備・運用等に必要な予算計 2,986億円

を内閣官房及びデジタル庁に一括計上している。 

 また、デジタルインフラの活用等により効率化した情報システム関係予算の

一部は、内閣官房又はデジタル庁が各府省の要望を取りまとめた上で、AIなど

の技術の活用や情報セキュリティ対策等の政府情報システムの更なる高度化を

実現するために充てることとする。 

 

5.1.2 政府 CIO レビューの実施 

（1）政府 CIO レビューの実施（◎内閣官房、関係府省） 

 2013年（平成 25年）の政府 CIOの設置以降、政府 CIO自らレビューを実施

し、政府情報システム改革や業務改革（BPR）を推進してきた。 

 デジタル・ガバメントの実現に向けた取組を推進するに当たり、政府 CIOを

中心としたガバナンス体制を強化するため、政府 CIOレビューを実施する対象

の候補について、2019年（平成 31年）１月に各府省と協力して、ガバナンス

を特に重視するプロジェクトの検討を行い、主に政府横断施策や投資額の大き

いプロジェクトを選定している。 

 引き続き、内閣官房は、総務省と連携しながら政府 CIOレビューを実施す

る。 
 
KPI：政府 CIOレビューの実施数 

 

（2）政府重点プロジェクト（◎内閣官房、関係府省） 

PJ管理強化方針において、プロジェクト規模や政策的重要性等の観点から重

点的な管理を行う必要があると認められるものについては、政府 CIOが政府重

点プロジェクトとして指定し、情報システム担当府省の担当者や財務省の担当
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者等も参加するプロジェクトチームを内閣官房に編成して、より効果的にプロ

ジェクトを推進することとされた。 

 2019年（令和元年）８月には、「政府共通プラットフォームの構築・活用推

進及び政府におけるクラウドサービス利用検討」を、2020年（令和２年）６月

には、「ガバメントネットワーク整備プロジェクト」を政府重点プロジェクト

に指定して取組を進めている。 

内閣官房は、上記プロジェクトの実施状況を踏まえ、新たなプロジェクトの

指定について検討を行う。 

 

KPI：政府重点プロジェクトの指定数 

 

（3）政府横断施策や投資額の大きいプロジェクトのガバナンスの徹

底（◎内閣官房、総務省、関係府省） 

 内閣官房及び総務省は、一元的なプロジェクト管理を通じて政府全体のガバ

ナンスを推進するとともに、必要に応じて、以下に示す政府横断施策や投資額

の大きいプロジェクトから、政府 CIOレビューを実施する。 

 

ア.クラウドサービスの利用環境整備（◎内閣官房、◎総務省、全府省） 

 政府情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウド

サービス（IaaS、PaaS、SaaS）の利用環境（「（仮称）Gov-Cloud」）を整備

し、早期に運用を開始する。 

 業務改革（BPR）、業務・データの標準化等を前提に、「（仮称）Gov-

Cloud」を活用して各情報システムを構築することで、情報システムの迅速な

構築及び柔軟な拡張、最新のセキュリティ対策、技術革新対応力や可用性の向

上、コストの大幅低減といった効果が期待されることから、各府省は、クラウ

ド・バイ・デフォルト原則に基づくクラウドサービスの利用の検討に当たって

は、「（仮称）Gov-Cloud」の活用を検討する。 

また、独立行政法人、地方公共団体、準公共分野（医療、教育、防災等）等

の情報システムについても、「（仮称）Gov-Cloud」の活用に向けて、具体的

な対応方策や課題等について検討を進める。 

 

また、2019年（平成 31年）２月に策定した「政府共通プラットフォーム第

二期整備計画」に基づき、総務省は、政府情報システムの整備及び運用の効率

化、質の向上並びに政府のガバナンスを支える基盤としての役割を果たすこと



39 
 

を目的として、クラウドサービスを活用した第二期政府共通プラットフォーム

を整備し、2020年（令和２年）10月からサービスを提供している。第二期政

府共通プラットフォームは、「（仮称）Gov-Cloud」が提供することとなる複

数のクラウドサービスの利用環境の一部をなすものであり、各府省が共通で利

用する情報システムを中心に、共通的な行政サービス・業務を支えるクラウド

基盤として、引き続き取組を推進する。その際、クラウドサービスの技術進展

等も踏まえた継続的な改善を行うことで、利用システムにとっての利便性向上

や運用・保守の効率化を図る。 

 

 以上の取組に当たり、内閣官房及び総務省は、クラウドへの移行を計画的か

つ効率的に進めるため、第二期政府共通プラットフォームの運用などの取組を

通じて得られたクラウドサービス活用や運用改善などのノウハウを各府省にお

ける「（仮称）Gov-Cloud」の利用にいかすなど、クラウドサービス利用の検

討段階から移行後の運用までの一貫した府省支援を実施する。 

 

KPI：「（仮称）Gov-Cloud」の仕組みを整備し、早期に運用開始 

KPI：第二期政府共通プラットフォームについて、サービス提供に必要な年間

運用等経費について５割を超える削減 13 

KPI： 2023年度（令和５年度）に第一期政府共通プラットフォームを運用終了 

 

イ.ガバメントネットワーク整備プロジェクト（◎内閣官房） 

信頼と実績がある最新技術を採用し、政府ネットワークを再構築する。国に

おいては、2020年度（令和２年度）に、新たに、高速・大容量・安価なネット

ワークを構築する。これにより、府省間で共通のシステムを利用した Web会議

の実施も可能となる。 

今後は、Web会議だけでなく、府省間ネットワークとして利用するため、更

なる性能向上や費用対効果を踏まえた検討を行い、国の行政機関等は、順次、

当該ネットワークに接続・利用していくこととし、これに合わせて現行の政府

共通ネットワークは廃止する。 

また、2020年度（令和２年度）に、各府省のネットワーク環境の統合後の姿

を前提に、利便性、セキュリティ、拡張性、効率性の各要素を兼ね備えたモデ

ルとなるネットワーク環境を整備する。国は、2021年度（令和３年度）を通

                                                      
13 第一期政府共通プラットフォームから移行する情報システムが、第二期政府共通プラッ
トフォームが提供する標準化・共通化されたサービスを利用することを前提とした比較。 
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じ、当該環境の中での既存業務の遂行により、各府省の円滑な統合に向けての

検証を行い、各府省は、自府省の 2022年度（令和４年度）以降のネットワー

ク環境の更改等を契機にモデルとなるネットワークに統合することを原則とし

て検討を行う。国においては、地方支分部局を含めた全国的なネットワーク環

境の再構築を進め、地方においては、地方公共団体の業務システムの標準化・

共通化・「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けた検討に伴い、国、地方全体を通

じた効率的かつ高品質なネットワーク環境を整備することを目的に、必要な検

討、対応を行う。 

 

ウ. 登記情報システム（◎法務省） 

登記情報システムは、不動産取引の安全と円滑に資する不動産登記、企業取

引等の安全と円滑に資する商業・法人登記等に関する事務を処理する情報シス

テムであり、登記事務の増加への対応及び国民サービスのより一層の向上を図

る抜本的な施策として、登記事務をコンピュータで処理する情報システムとし

て 1988年（昭和 63年）から導入を開始している。 

これまで、メインフレームを中核として構成された情報システムからオープ

ン化した情報システムに切り替えるなど、運用等経費の削減に取り組んできた

が、現状、以下のような課題を抱えている。 

①行政機関等への各手続において、当該手続の添付書類として登記事項証明書

を求めているものが数多くあり、手続の度に登記事項証明書を取得し、行政

機関等に提出する必要があるため、これらの登記事項証明書の入手に係る費

用・時間等が負担となっている。 

②登記情報システムは、年間運用等経費が 50億円以上の大規模政府情報シス

テムであるところ、政府方針等に基づき、運用等経費の削減に取り組んでい

く必要がある。 

 

 上記の課題を解決するために、以下について実現を目指す。 

①行政機関等への各手続において、行政機関が添付書類によらずに登記事項を

確認することを可能とするために新たに構築された行政機関間の情報連携シ

ステムの活用により、国民の各手続に係る負担を低減する。 

②情報システムの更改を契機として、システム運用等経費の削減を進めてい

く。 

 

 以上の目標を実現するために、以下について取り組む。 
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①連携先である各行政機関のニーズを踏まえ、必要に応じて登記情報システム

を改修する等して利便性の向上を図る。 

②2024年度（令和６年度）までに更改が予定される次期システムにおいては、

一部拠点への集約を実施するとともに､代行環境をクラウド化するなどのシ

ステム構成の見直しや運用等業務の精査等による工数見直しを行い、効率的

な運用を図ることを目指すほか、所有者不明土地問題等の社会的要請への対

応に配慮しつつ、引き続き、運用等経費の削減を目指す。 

 

KPI：各手続における登記事項証明書の添付省略の活用状況 

 

エ.  国税情報システム（◎財務省） 

税務行政を取り巻く環境は、社会・経済活動のボーダレス化・デジタル化の急

速な進展に伴い、業務が複雑・困難化するなど大きく変化している。こうした状

況の下、国税庁が適切にその任務と使命を果たすためには、業務と情報システム

を既存の枠組みにとらわれることなく抜本的に見直す必要がある。 

国税庁の業務の遂行に当たっては、2001年（平成 13年）に全国で運用を開始

した申告や納税の事績を一元的に管理する「国税総合管理システム」（以下「KSK

システム」という。）と 2004年（平成 16年）に運用を開始した納税者からの申

告・申請を受け付ける「国税電子申告・納税等システム」（以下「e‐Tax」とい

う。）を中心とした国税情報システムを使用している。 

国税情報システムについては、これまでも e‐Taxのスマートフォン対応など

利用者（納税者）の利便性の向上に対応しているほか、一部業務のオープンシス

テム化の実施や政府目標である情報システムの運用等経費の３割削減に向けた

取組を着実に進めているところではあるが、現状、KSKシステムを中心に以下の

課題を抱えている。 

①納税者から提出される申告書等が書面中心であった開発当初の事務運営を前

提に情報システムを整備しており、政府方針であるデジタル技術の特性を活

用した事務の実現に柔軟な対応ができないこと。 

②開発当初、所得税や法人税といった税目別にデータベースやアプリケーショ

ンを構築したため、データや機能が重複する等しているところ、その後の制度

改正等により情報システムが複雑化かつ肥大化していること。 

③課税や債権管理などの根幹はいまだにメインフレーム中心の構造であり、市

場に流通する最新技術の導入が困難な状況にあること。 
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これらの課題を解決するため、利用者（納税者）の UI（ユーザーインターフ

ェース）や UX（ユーザーエクスペリエンス）に配慮しつつ、以下の方法により

「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」の実現を目指す。 

なお、実現に当たっては、国税庁では納税者情報など秘匿性の高いデータを取

り扱っていることに鑑み、情報セキュリティ対策や安定稼働には細心の注意を

払う。 

①e‐Tax の受付機能を見直し、デジタル技術の活用による、利用者（納税者）

にとって、より簡便・安全な利用環境を整備するとともに、ニーズに沿ったタ

イムリーな情報配信を行うなど、一層の納税者の利便性と自発的コンプライ

アンスの維持・向上を推進する。 

②国税庁組織内においても、政府全体の方針である決裁の電子化を含め、書面中

心の事務運営から徹底したデータ中心の事務運営への変更といった大胆な業

務改革（BPR）を実現し、事務の最適化、調査・徴収の効率化・高度化を目指

す。 

③情報システム上の税目別のデータベースやアプリケーションの構造について

統廃合を進めるとともに、現状のメインフレーム中心のシステム構成から、オ

ープンな動作環境で管理・稼働できるようシステム全体の最適化を図り、最新

技術の導入を容易にする。 

④情報システムの構造の最適化により、情報システムの改修や機器の運用等経

費の低減を見込む。 

 

上記を実現するために、現行システム機器の更改時期である 2026年度（令和

８年度）を目途に、国税情報システムの刷新を目指し、2020年度（令和２年度）

から次世代システムの開発に着手しているところである。国税庁では、開発の実

施に当たり、内閣官房や財務省 PMO と連携することはもとより、特定税目への

機能の偏りを無くし、利用頻度の低い機能を作り込みしないよう留意しながら

円滑にプロジェクトを推進するため、（a）国税庁内にシステム部署のみならず

各業務主管部署が一体となった検討体制を構築し、(b)手戻りが生じないよう作

業順序やテスト実施の検討を行った上で、ガバナンスを効かせながら実現を目

指す。 

なお、現行の情報システムにおける 2021年度（令和３年度）までのシステ

ム運用等経費の３割削減についても目標達成に向けて着実に進めていく。 

 

KPI：次世代システムの開発 

KPI：システム運用等経費の低減 
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オ. 社会保険オンラインシステム（◎厚生労働省） 

日本年金機構が公的年金業務に使用する社会保険オンラインシステムは、主

に「記録管理システム」、「基礎年金番号管理システム」及び「年金給付シス

テム」の３つの情報システムから構成されており、現在、以下の課題に対応す

るため、段階的に現行の情報システムの改善や刷新に取り組んでいる。 

①情報システムの構成に起因する課題として、サブシステムや機能が制度別に

分割管理され、制度別・年金事務所別で被保険者等の情報を管理しているこ

とや、逐次の制度改正や業務改善による改修も積み重なっていることから、

構造が複雑化しているため、制度改正等に際しての影響調査や情報システム

の改修に高い費用を要している。 

②業務運営上の課題として、紙を前提とした業務プロセスとなっており、また

手作業によるチェックや集計が多い。 

③情報システム全体の課題として、発注者主導での情報システムの設計・開発

の体制が十分でなく、また、特定の事業者が著作権を保有している。 

④その他、逐次の制度改正や業務改善への速やかな対応が求められているこ

と、マイナンバー制度による他機関との情報連携については、順次本格運用

を開始しているが、一部、試行運用を継続している状態にあること、また、

オンライン申請が必ずしも利用しやすいものとなっていないこと、ねんきん

ネットによる情報提供も必ずしも十分でないこと、などの課題がある。 

 

 以上の現状を踏まえ、「複雑化した年金制度を実務として正確かつ公正に運

営する」という日本年金機構の役割等に鑑み、以下の目標を実現する。 

①公的年金業務として提供するサービスの質の向上（事務処理のデジタル化等

による迅速・正確で利用者の負担軽減につながるサービスの提供、届書等の

適正な入力の確保や処理時間の短縮等による記録の正確性の確保） 

②業務運営の効率化や公正性の確保（情報システムの運用等経費の削減、シス

テムチェックの導入・拡大による手作業・目視チェックの事務負担の軽減、

デジタル化を前提とした正確かつ効率的な業務プロセスの構築及び事務処理

の標準化） 

③ガバナンスの確立等（情報システムに対する要件を発注者側で明確かつ詳細

に定義できるなど特定の事業者への過度の依存からの脱却及びその実現のた

めの発注者の体制強化、制度改正等に柔軟に対応するための簡素なシステム

構造の実現） 

④逐次の制度改正や業務改善への速やかな対応、マイナンバー制度を利用した

他機関との情報連携による届書の省略等について順次実施、オンライン申請
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の推進による届出等の利便性の向上、ねんきんネット等による情報提供の拡

充等の実現 

 

以上の目標を実現するために、以下について取り組む。 

①「記録管理システム」及び「基礎年金番号管理システム」の刷新 

2015年度（平成 27年度）から開発し、2017年（平成 29年）から順次段階

的に稼働した「フェーズ１」については、記録管理に係る業務全般について、

現行のデータベース等を前提としつつ、デジタルファーストの原則も踏まえ、

可能な限り個々の処理がデジタルで完結するよう、情報システムの見直しを進

める。 

その際、刷新後のデータベースを活用しなくとも効率的な事務処理を実現で

きることなどの観点を踏まえてフェーズ１の対象を拡大し、特に、効率化効果

の高い届書や早期に実施可能なもの（合理的に開発を進めるため、処理件数が

多い等のニーズの高い主要なもの、開発上の技術的難度が高くないもの等）は

優先的・段階的に開発等に取り組む。 

今後、設計・開発を進める「フェーズ２」については、ペーパーレス化、シ

ステムチェック等による自動化、適切な進捗管理等の観点から業務プロセスを

見直して大幅に刷新するとともに、被保険者等の情報の管理について制度別・

年金事務所別から個人別・全国ベースに見直し、現行の情報システムの課題を

解消する。 

なお、フェーズ２の本格開発への着手に当たっては、(a)日本年金機構本部

及び全国の拠点職員の協力を得た業務プロセス検証の徹底した実施、(b)発注

者として主体的に要件定義を行えるプロジェクト推進体制の強化、(c)本格開

発に先行したプロトタイプ検証結果や工程分割の検討、(d)十分な工期の確保

等を行う。 

 

②「年金給付システム」の刷新 

第１ステップとして、2019年度（令和元年度）まで端末機器及び周辺サーバ

の更改や集約化を進めてきた。 

また、第２ステップとして、2017年度（平成 29年度）から進めている業務

フロー及び情報システムの点検の結果を踏まえて、情報システムの改修を進め

ていく。 

その上で、第３ステップとして、情報システムの構成の見直しや情報システ

ムの再構築に向けた検討を行う。 

 

③現行の情報システムの改善 
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逐次の制度改正や業務改善への対応、マイナンバー制度を活用した情報連

携、オンライン申請を利用しやすくする取組等と併せ、必要な情報システムの

改修を行う。 

ねんきんネット等については、利用者にとって利便性の高い方法で個人向け

の情報提供ができるよう、取組を検討する。 

 

KPI：厚生年金保険関係届書平均処理期間：4日（2025年度（令和 7年度））

（年次の届書を除く。） 

 

カ. ハローワークシステム（◎厚生労働省） 

ハローワークサービスの充実を図るため、ハローワークシステムにおいて、

以下の課題に対応し、段階的に現行の情報システムの改善や刷新に取り組んで

いる。 

①求職登録、職業紹介などのサービスは窓口での提供が前提となっており、自

主的な活動を希望する者も来所する必要がある。 

②求職登録、職業紹介などのサービスは採否結果の確認などの定型的な業務の

負担が多くなっており、真に支援が必要な利用者に対して個々の状況を踏ま

えた支援を充実する必要がある。 

 

以上の状況を改善するために、以下の目標を実現する。 

①来所が前提となっている求職登録、職業紹介などのサービスをオンライン化

するとともに、求人検索など既にオンライン化されたサービスについて利便

性を高め、求職・求人活動一般について、自主的な活動を希望する者が来所

を要せず、オンラインサービスでそれぞれ自主的に行えるようにする。 

②定型的な事業所サービスのオンライン化により効率化を図る一方で、不採用

が続く求職者に対しては、窓口への来所勧奨を行うなど個々の求職者の状況

を踏まえた個別支援や就職後の定着支援を強化し、また、指導等が必要な求

人者に対しては、事業所の実態把握を踏まえた充足支援を徹底するなど、

「真に支援が必要な利用者」への支援を充実する。 

③業務を通じて把握、蓄積した同一人物・同一事業所の情報が、業務ごとのサ

ブシステム間で紐付けされていないことから、これを個人及び事業所を起点

としたデータとして再構築し、蓄積されたこれらのデータを基に効率的、効

果的な分析を行い、多様なニーズに対応した効果的なマッチングを実現する

とともに、業務の簡素化、効率化を図る。 
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以上の目標を実現するために、オンラインによる求人申込み等を可能とする

といったサービスのオンライン化及び支援の充実を図り、2020年（令和２年）

１月に刷新後のハローワークシステムの全国稼働を開始している。今後は、

2021年度（令和３年度）にオンラインによる求職申込みを登録完了まで可能と

するなど順次機能の追加等を行う予定であり、引き続き、ハローワークサービ

スの充実及びハローワークシステムの改善に取り組む。 

 

KPI：OCR（Optical Character Reader）削減率：対 2015年度（平成 27年度）

80％減（2020年度（令和２年度）） 

KPI：求人情報提供端末の削減率：対 2015年度（平成 27年度）30％減（2020

年度（令和２年度）） 

KPI：ハローワークシステムの運用等経費削減額：対 2013年度（平成 25年

度）156億円/年減（2020年度（令和２年度）） 

 

キ. 特許事務システム（◎経済産業省） 

 国際化の進展に伴い研究開発のスピードが速まる中で、我が国の企業が、発

明、デザイン、ブランド等によるイノベーションの成果を最大限に活用できる

よう、特許庁はこれまで以上に特許情報の利活用者に対して特許情報の発信を

強化することが必要である。特に、公報システムについては、現状、①特許情

報の原本データから特許公報発行に必要なデータを抽出する作業を週次で行っ

ている、②抽出したデータを特許公報のフォーマットに自動で当てはめる際に

生じるエラーの修正を全て手動で行っている、③オンライン上に特許公報をア

ップロードする際、データを手動で外部記憶媒体に移した上で行っている等の

要因から、特許公報の発行に、権利の付与が確定してから３週間程度を要して

おり、制度利用者への情報提供が必ずしも迅速に行えていない、という課題が

ある。 

 この状況を改善するために、2022年（令和４年）１月を目途に、公報システ

ムを刷新し、特許公報発行を迅速化する。これにより、特許情報の利活用者

が、特許として認められた最新の技術に迅速にアクセス可能となり、重複した

研究開発や重複した出願及び権利侵害の防止などの効果が見込まれる。加え

て、特許公報発行の迅速化に際して、情報システムの構造を簡素化すること

で、今後のシステム改修時の費用低減に取り組む。 

  

KPI：2022年（令和 4年）1月を目途に、原則として、特許公報を権利の付与

が確定してから 10日以内に発行 
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5.1.3 各府省ガバナンスの強化（◎全府省、◎内閣官房、◎総務省） 

 プロジェクトを成功させ、生み出す価値を最大化するためには、各府省 CIO

及び各府省情報化専任審議官（以下「各府省副 CIO」という。）それぞれが各

府省内においてリーダーシップを発揮することにより、ガバナンスが徹底され

ている必要がある。このため、標準ガイドライン群において、各府省 CIO、各

府省副 CIO、政府 CIO補佐官及び PMOの役割、各府省の官房組織等との連携、

府省内の手続策定のルールを明確にすること、各府省において府省重点プロジ

ェクト以外のプロジェクトも工程レビューの対象にすることを可能とする等を

定め、各府省のガバナンス強化を図っている。 

 一方で、新型コロナウイルス感染症対策のための緊急のシステム開発におい

て、リリース直後に障害が発生したことを受け、2020年（令和２年）11月に

標準ガイドラインを改定し、非常時においても PMO、政府 CIO補佐官（各府省

担当）等の支援や助言を受けるなど、適切なサービスを提供するために必要な

開発プロセスを経ること等を定めた。 

 内閣官房及び総務省は、標準ガイドライン群についての解説等を行うなど、

政府職員に周知・徹底するための取組を実施するとともに、各府省は、府省内

のガバナンスの更なる強化に取り組む。 

 

（1）各府省中長期計画（◎全府省、◎内閣官房、◎総務省） 

各府省におけるデジタル・ガバメント推進を戦略的に進めるため、「サービ

ス設計 12箇条」等を踏まえ、各府省 CIO及び副 CIOのリーダーシップの下、

2020年（令和２年）３月に府省ごとに中長期計画を改定、公表した。 

中長期計画の進捗状況等については、一元的なプロジェクト管理を通じて把

握と評価に取り組む。 

また、各府省中長期計画は、今後、デジタル庁設置に向けた準備状況等を踏

まえて改定する。 

内閣官房及び総務省は、標準ガイドライン群等に基づき、各府省が各府省中

長期計画の見直しを行うに当たって留意すべき点等を要領として取りまとめ、

各府省中長期計画の実効性を確保する観点から、各府省の見直しを支援する。 

 

（2）府省重点プロジェクト（◎全府省、内閣官房、総務省） 
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各府省の PMOは、所管するプロジェクトのうち、府省共通プロジェクト、補

正予算を用いて整備するもの及び業務の効率化、経費節減、情報システム整備

の効率化、情報セキュリティ対策の強化などの観点から候補となるプロジェク

トを選出し、内閣官房及び総務省と調整し、各府省内の合議制機関等に諮った

上で、府省重点プロジェクトを指定することとされている。 

 また、PMOは、府省重点プロジェクトについて、各府省中長期計画に当該プ

ロジェクトの取組を優先的に、かつ、主要施策となるよう記述するとともに、

十分な予算や人員、推進体制が確保されるように、各府省内での調整を行うこ

ととされている。 

 こうした取組を通じて、引き続き、府省内での一元的なプロジェクト管理を

徹底するとともに、必要に応じて、府省重点プロジェクトの対象を拡充する。 

  

（3）PMO、PJMOによるプロジェクト管理（◎全府省、内閣官房、総務省） 

 政府 CIOレビューや府省重点プロジェクト等を通じて、プロジェクト管理の

徹底に取り組んでいる一方で、全ての情報システムの全ての機能について、政

府 CIO、各府省 CIO及び副 CIOが詳細に確認を行うことは現実的でない。 

 このような情報システム及びその機能については、各府省の PMO、PJMOが中

心となってプロジェクト管理を実施することとする。その際、各府省の PMO、

PJMOは、PJ管理強化方針や標準ガイドライン等並びに内閣官房及び総務省が

示すチェックの観点等を活用し、適切なガバナンスを発揮するよう努める。 

 

5.1.4 技術的対話を取り入れた新たな調達・契約方法の試行運用の

実施（◎内閣官房、総務省、経済産業省、関係府省） 

政府における情報システムの調達においては、予算要求段階から仕様を詳細

に確定させることが困難な場合もあるため、行政と事業者が政策課題を共有

し、対話を通じて相互理解を深めた上で契約することが重要であるが、現行の

調達手続においては、調達仕様書などのドキュメント以外の手段での事業者と

の意思疎通は乏しい状況にある。 

 このため、「情報システムに係る新たな調達・契約方法に関する試行運用の

ための骨子」（令和元年５月 29日 CIO連絡会議決定）を策定し、これに基づ

き、内閣官房、総務省及び経済産業省は、機動的かつ効率的、効果的な情報シ

ステム整備に資するよう、契約締結前に複数事業者と提案内容について技術的

対話を可能とする調達・契約方法を、2020年度（令和２年度）に試行運用し
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た。内閣官房は、2021年度（令和３年度）も引き続き、関係府省とともに試行

運用を実施する。 

 

5.2 政府情報システム改革の着実な推進（◎内閣官房、◎総務省、

◎全府省） 

政府情報システムの運用等経費については、2021年度（令和３年度）を目途

に、運用等経費の３割削減（2013年度（平成 25年度）運用等経費約 4,000億

円比）を目指すこととしているところ、本計画の策定時点で、2021年度（令和

３年度）までに約 1,150億円減（2013年度（平成 25年度）運用等経費約

4,000億円比で約 29％減）となる見込みである。 

引き続き、各府省は、システム要件や業務要件の精査等の取組を着実に実施

する。また、PJ管理強化方針に基づき、2020年度（令和２年度）時点での政

府情報システムの運用等経費及び整備経費のうちのシステム改修に係る経費

を、2025年度（令和７年度）までに３割削減することを目指す。 

 

KPI：政府情報システムの運用等経費（2021年度（令和３年度）までに 2013年

度（平成 25年度）運用等経費約 4,000億円比で３割削減） 

KPI：政府情報システムの運用等経費、整備経費のうちのシステム改修に係る

経費（2025年度（令和７年度）までに 2020年度（令和２年度）比で３割削

減） 

 

5.3 標準ガイドライン群の充実・拡充・定着（◎内閣官房、総務

省、全府省） 

プロジェクトを成功させ、生み出す価値を最大化するためには、政府 CIO、

各府省 CIO及び副 CIOそれぞれがリーダーシップを発揮し、「共通ルール」の

下で、各府省及び政府全体のガバナンスを強化し、価値を生み出すことが重要

である。サービス・業務の状況や情報システムに関する詳細な情報を逐次把握

するとともに、サービスの向上、業務の効率化及び高度化、官民データ活用推

進基本法（平成 28年法律第 103号）の目的にもある情報システムに係る規格

の整備及び互換性の確保、情報セキュリティ対策を含む情報システムの運用リ

スクへの適切な対応等、具体的な取組を政府横断的に進める必要がある。 

このため、ガバナンスの強化に資するために、内閣官房を中心として、本計

画において作成や検討等を行うこととされたルールやガイドライン等を含め、

標準ガイドライン群の体系を整理しつつ、より効果的な調達手法の検討、品質

管理機能の強化、リスクのあるプロジェクトに関する第三者検証スキームの導
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入等の検討を行い、継続的に標準ガイドライン群の充実・拡充を進めつつ、そ

の定着を図る。 

 なお、情報システムの整備・運用等においては、内閣官房を中心に標準ガイ

ドライン群と統一基準群等との整合性を確保する。 

内閣官房及び総務省は、予算要求前から執行の段階まで年間を通じたプロジ

ェクト管理に関して、一元的な状況把握、プロジェクト管理等を行うための手

順を標準ガイドライン等に明確化しており、引き続き各府省に周知・徹底す

る。 

また、デジタル庁の設置に伴う情報システムに係る基本方針の策定に合わ

せ、標準ガイドライン群の在り方、内容等について検討し、必要な改定を行

う。 

 

KPI：標準ガイドライン群と統一基準群等の一層の整合性の確保と融合 

 

5.4 人材確保・育成 

（1）政府におけるセキュリティ・IT 人材の確保・育成（◎内閣官

房、総務省、◎全府省） 

行政サービス改革、行政データ利活用を推進するためには、それを担うセキ

ュリティ・ITについての知見を持った人材の確保・育成が重要になる。これま

で、政府においては、「サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針」（平成

28年３月 31日サイバーセキュリティ戦略本部決定）や「政府機関におけるセ

キュリティ・IT人材育成総合強化方針」（平成 28年３月 29日サイバーセキュ

リティ対策推進会議（CISO等連絡会議）・CIO連絡会議決定）に基づいて、セ

キュリティ・IT人材の確保・育成に取り組んできた。 

 例えば、内閣官房及び総務省においては、高度専門人材と一般行政部門との

橋渡しとなるセキュリティ・IT人材を橋渡し人材と位置付け、当該橋渡し人材

に求められるスキルについて整理するとともに、スキルを認定する基準を 2018

年（平成 30年）１月に策定した。2020年（令和２年）３月時点では、各府省

合計で約 270名を橋渡し人材として認定している。 

また、各府省は、2016年度（平成 28年度）に「セキュリティ・IT人材確

保・育成計画」を策定し、これに基づき、セキュリティ・IT人材の確保・育成

に取り組んでいる。 

 一方で、行政におけるデジタル化の推進に伴い、セキュリティ・IT人材の需

要は高まる中、政府内のセキュリティ・IT人材は、依然として不足している。 
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 各府省は引き続き、各府省のセキュリティ・IT人材育成支援プログラムを通

じ、府省内の人材ローテーションの長期化等も含め、セキュリティ・ITに係る

業務に充てるべき人材を計画的に育成する。 

 さらに、外部の高度専門人材を活用する仕組みについて、具体的な在り方等

を含めて、デジタル庁の設置に併せて実現すべく、その強化に向けた方策を検

討する。国家公務員の採用については、デジタル改革を牽引する人材を確保す

るための環境整備を行うとともに、ITに関する素養を有する人材がより確保し

やすくなる仕組みの早期の導入を目指し検討する。 

 

KPI：橋渡し人材認定者数 

 

（2）情報システム統一研修に係る継続的な修了者の輩出と体系、実

施内容等の見直し（◎内閣官房、◎総務省） 

 総務省は、橋渡し人材の育成、一般職員の情報リテラシー向上等に資するた

め、情報システム統一研修を実施しており、橋渡し人材のスキル認定との関連

が深い橋渡し人材育成に係る研修に関しては、役職に応じて必要となるレベル

ごとにコースを設けている。このうち、研修のレベル、セキュリティ・ITに関

する業務経験等を総合的に勘案し、最終的な橋渡し人材としてふさわしいと考

えられる課長補佐級の研修の 2019年度（令和元年度）の修了者数は、プロジ

ェクト推進系で 74人、セキュリティ系で 85人となっている。 

 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、集合研修に Web会議シス

テムを活用した受講を取り入れるなど研修の実施方法の改善に積極的に取り組

んでいる。 

 さらに、デジタル・ガバメント推進の動向、各府省の要望等も踏まえて、サ

ービスデザイン思考及び最新技術動向といった新たなコースを試行するなど研

修内容の充実を図っている。 

 

 継続的に橋渡し人材のスキル認定を実施するためにも、引き続き、毎年度の

橋渡し人材育成に係る研修（特に、課長補佐級）の修了者数の充実を図る。ま

た、内閣官房及び総務省は、デジタル・ガバメント推進の動向、各府省の要望

等も踏まえて、研修内容の充実を図る。具体的には、技術の進展等を踏まえ、

橋渡し人材に求められる素養等を検討し、情報システム統一研修に係る体系、

実施内容、方法等を随時見直す。 
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KPI:情報システム統一研修のうち、橋渡し人材育成に係る研修（特に、課長補

佐級）の修了者数 

KPI：情報システム統一研修に係る体系、実施内容、方法等の見直し 
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６ 行政手続のデジタル化 

デジタル手続法では、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタル

で完結させるために不可欠なデジタル３原則（①デジタルファースト：個々の

手続・サービスが一貫してデジタルで完結する、②ワンスオンリー：一度提出

した情報は、二度提出することを不要とする及び③コネクテッド・ワンストッ

プ：民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する）

を基本原則として明確化するとともに、国の行政手続のオンライン化実施を原

則とした。同法を踏まえ、以下のとおり、行政手続のデジタル化に向けた方針

を示す。 

各府省は、この方針に従って、別紙１から３までに記載する対象行政手続に

ついて、必要な情報システム整備等を行い、オンライン化等を順次実施する。 

その他の手続についても、順次、オンライン化等の検討を行い、その内容を

具体化していくこととする。新たにオンライン化等の検討を行う際には、本章

の行政手続のデジタル化に向けた方針を踏まえることとする。具体的なオンラ

イン化等の方法としては、既存の情報システム（マイナポータル、e-Gov等）

の利用を第一に検討し、既存の情報システムでは対応できない場合や、件数が

少なく費用対効果等の観点から情報システム整備等が適当ではない場合には、

手続等の性質等も勘案しつつ、各府省ウェブサイト内の簡易な申請ページによ

る方法や電子メールによる方法等で対応する。内閣官房及び内閣府は連携し

て、新たにオンライン化するとされた行政手続について、その取組状況をフォ

ローアップする。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び新たな生活様式の確立に向

け、行政手続における書面・押印・対面規制の抜本的な見直しが急務となって

いる。このため、各府省は、内閣府規制改革推進会議が示した基準及び各府省

における書面・押印・対面規制の見直し方針に従って、法令等の改正も含めた

改革を着実に実行する。引き続き押印を必要とする手続においては、電子署名

を活用したオンライン利用を促進する。また、書面・対面規制の見直しの観点

から、オンライン化されていない手続について早期のオンライン化に取り組む

とともに、既にオンライン化されている手続についても、使い勝手の向上等を

通じて、オンライン利用の拡大を図る。 

また、ワンスオンリーの実現には、参照する情報としてベース・レジストリ

の整備が必須である。さらに、実現に当たってはデータ共有のルール変更も必

要であり、これらの取組を総合的に推進していく。 

 

6.1 情報システムの整備に関する基本的な方針（◎内閣官房、全府省） 
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（1）利用者中心の行政サービスの実現等 

利用者中心の行政サービスの実現並びに行政運営の簡素化及び効率化に向

け、デジタル化の前提として業務改革（BPR）や制度そのものの見直しを実施

した上で、行政サービスの 100％デジタル化のために、各府省は、「サービス

設計 12箇条」に基づき、手続の申請者が、本人か代理人か、個人か法人か、

地域別、世代別、世帯構成別など申請者の分類に応じた利用者のニーズを把

握・分析した上で、利用者の多い手続など国民の利便性の向上につながる行政

手続から優先的に、オンライン化、行政機関間の情報連携等による添付書類の

省略及び既存の情報システムにおける利便性向上に必要な情報システムの整備

を行い、「すぐ使えて」、「簡単」で、「便利」な行政サービスの実現を目指

す。その際、行政サービスの確実・迅速な提供のため、事務処理を行う行政機

関内のデジタル化に取り組むことを徹底する。 

先進各国では、利用者視点に立った使いやすいサイトを作るためにデザイン

システムを取り入れるようになってきている。我が国でもデジタル庁の設置を

機に、デザインシステムの試行を行い、その成果を反映させていく。 

また、行政サービスのデジタル化に当たっては、全ての国民がその恩恵を受

けられるようにデジタルデバイドの是正に取り組む。 

 

（2）費用対効果の精査 

オンライン化、添付書類の省略及び既存の情報システムにおける利便性向上

に必要な情報システムの整備に当たっては、費用の適正化と行政サービスの向

上を両立させるため、各府省は、国の行政機関等の情報システム整備等に要す

る費用とこれにより生じる利用者側の効果、行政機関側の効果、業務改革

（BPR）による効果等を勘案し、費用対効果の精査を十分に行った上で、行政

手続のデジタル化を推進する。 

 

（3）クラウドサービスの利用 

必要となる情報システムの整備に当たっては、迅速かつ柔軟に進めるため、

クラウド・バイ・デフォルト原則を徹底し、クラウドサービスの利用を第一候

補として検討するとともに、共通的に必要とされる機能は共通部品として共用

できるよう、機能ごとに細分化された部品を組み合わせる設計思想に基づいた

整備を推進する。 

 

6.2 情報システムの整備（◎内閣官房、全府省） 
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6.2.1 行政手続のオンライン化実施の原則に係る情報システム整備 

（1）国の行政手続の原則オンライン化 

法令に基づく国に対する申請等及び国に対する申請等に対する処分通知につ

いては、オンライン化することが適当でない手続又は費用対効果が見合わない

手続を除き、添付書類の提出、本人確認及び手数料納付も含む手続全体をオン

ラインで実施できるようにすることを原則とし、各府省は、速やかにオンライ

ン化の実現に取り組む。 

行政手続のオンライン化に当たって、各府省は、利用者に対して同種のサー

ビスを提供しているため統一的な取扱いとする必要がある手続や一連のサービ

スの一部を成している複数の手続など、関連する手続を行政サービス単位で集

約してオンライン化を行うことにより利用者の利便性向上を図る。 

行政手続における本人確認及び手数料納付のオンライン化の方針は以下のと

おり。 

 

ア. 本人確認のオンライン化 

行政手続のオンライン化に当たっては、各府省は、「行政手続におけるオン

ラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」（平成 31年２月 25日

CIO連絡会議決定）に基づき、各手続の特性や利用者の利便性を総合的に勘案

して、マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用など各手続に見合った本

人確認のオンライン化を行う。 

法人や個人事業主向けの行政手続であり、同ガイドラインに基づくオンライ

ンによる本人確認の手法がレベル B又は C（同ガイドライン表 3-3参照）と整

理された手続については、経済産業省が提供する事業者向けの共通的な認証シ

ステムであるＧビズＩＤ（法人共通認証基盤）（以下「ＧビズＩＤ」とい

う。）を利用することができる。各府省はその利用について積極的に検討す

る。 

イ. 手数料納付のオンライン化 

行政手続のオンライン化に当たっては、各府省は、利用者の利便性向上のた

め、行政手続に係る手数料の支払いが必要な場合は、財務省の歳入金電子納付

システム（以下「REPS」という。）等を活用し、インターネットバンキングな

どによる支払いのオンライン化を実現する。 

その際、REPSと連携する汎用受付システムが整備されていない府省におい

て、同一府省内に REPSと連携している情報システムがある場合は、当該情報

システムの共用を検討する。 
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また、行政手続のオンライン化による窓口対応や行政内部の事務処理の効率

化など事務処理コストの低減を踏まえ、各府省は、利用者がオンラインにより

手続を行った場合の手数料の減額について検討を行う。 

 

以上の方針に基づき、具体的には、今後、別紙１に掲げる手続について、オ

ンライン化に必要な情報システムの整備等を進める。各府省は、各府省中長期

計画において、より詳細な取組内容について示す。なお、情報システムの整備

には、各府省自らが新たに情報システムを整備する場合だけでなく、政府全体

又は各府省が情報システムを共用する場合、既存の民間サービスを活用する場

合を含む。 

上記の取組により、法令に基づく国の行政手続件数の約９割超について、オ

ンライン化が実現する見込みだが、オンライン化未実施の手続については、次

年度以降も、情報システム整備等に要する費用と利用者側の効果、行政機関側

の効果、業務改革（BPR）による効果等を勘案し、費用対効果の精査を十分に

行った上で、手続件数が多いものから、順次、オンライン化を推進する。 

各府省は、各府省中長期計画等において、オンライン化の検討状況を示し、

内閣官房は、毎年度の行政手続の棚卸調査において、結果を取りまとめ、公表

する。特に、オンラインによる申請等を受け付けているにもかかわらず、書面

による通知や許可書等の交付を行っている場合は、エンドツーエンドの観点か

ら書面により行う必要性を見直し、交付等の後に関係者に当該書面を示す必要

がある手続であっても、既存の公的な書面等への一体化等を積極的に検討す

る。 

 

（2）地方公共団体等の行政手続のオンライン化に必要な情報システムの

国による統一的な整備 

法令等に基づいて地方公共団体等が行う行政手続についても、国の行政機関

等が行う行政手続と合わせてオンライン化を行うのが合理的である場合等に

は、国が情報システムを整備して、オンラインで利用できるようにするなど、

地方公共団体等の意見を十分に聞きながら、可能な限り地方公共団体等の負担

にならない仕組みを構築する。また、オンライン化の障壁となる制度について

も、必要に応じて見直しを行う。 

 

6.2.2 添付書類の省略に係る情報システム整備 
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既に行政機関が保有している情報について、行政手続において添付書類とし

て提出を求めている場合は、その必要性の精査を行った上で、行政機関間の情

報連携等によって添付書類を省略する必要がある。このため、行政機関が作成

する添付書類に記載されている情報の提供側の行政機関において、行政機関等

の情報連携の仕組み等の整備を推進するとともに、情報の入手側の行政機関に

おいて、添付書類の必要性を精査した結果、なお提出を求める必要がある添付

書類については、費用対効果を踏まえて、既に存在する、又は整備が予定され

ている情報連携の仕組みの活用を推進する。また、データ連携においては機械

判読可能なデータとして整備することを原則とする。 

また、情報連携による省略が困難な添付書類については、少なくとも申請者

がオンラインで提出することを可能とするなど、可能な限り一連の手続がデジ

タルで完結するように取り組む。 

添付書類について、行政機関以外の民間事業者等が作成している場合は、当

該書類に係る制度を所管する府省や当該書類の提出を求めている行政手続を所

管する府省において、作成者に対するデジタル化の働きかけを行い、オンライ

ンによる提出を可能とするように取り組む。 

特に、添付を求める場合が多く、行政機関が作成する以下のアからオまでの

添付書類については、次のとおり省略に向けた取組を進め、このうち、別紙２

に掲げる登記事項証明書及び戸籍に関する行政機関間の情報連携の仕組み等の

整備並びに各府省の手続における当該仕組み等の活用について、順次、必要な

情報システムの整備を進める。各府省は、これらの手続について、各府省中長

期計画において、より詳細な取組について示す。 

内閣官房は、毎年度、以下のアからキまでの書類の添付を求めている手続に

ついて、添付書類の省略に向けた検討状況について調査を行い、その結果を踏

まえて、更なる添付書類の省略を推進する。 

ア. 登記事項証明書 

登記事項証明書（商業法人）は、法人の実在等を証明することを目的とし

て、年間約 1,400万件（令和元年）が発行されており 、法令に基づく約 1,600

種類以上 14の国の行政手続において添付を求めることとなっている。また、登

記事項証明書（不動産）は、土地・建物の所有権等を証明することを目的とし

                                                      
14 令和元年度の行政手続等・行政保有データ（行政手続等関連）の棚卸調査の結果によ

る。手続数は登記事項証明書を添付書類として求めることがある手続の種類数の合計値で

あり、実際に登記事項証明書が必要となるのはこのうちの一部である。以下の各添付書類

についても同様である。 
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て、年間約 3,600万件（令和元年）が発行されており 15、法令に基づく約 250

種類以上の国の行政手続において添付を求めることとなっている。 

 各府省は、登記事項証明書（商業法人）の添付を求めている手続のうち、申

請書等に記載された法人の商号（名称）及び本店（主たる事務所）の所在地を

確認している場合、国税庁が整備・運用している法人番号公表サイトを利用す

ることにより情報を確認することで、添付書類の省略が可能である。次に、申

請書等に記載された法人の商号（名称）、本店（主たる事務所）及び代表者の

資格・氏名を確認している場合、商業登記電子証明書の送信を受けて情報を確

認することで、添付書類の省略が可能である。また、登記事項証明書の添付を

求めることとなっている法令に基づく国の行政手続について、電気通信回線に

よる登記情報の提供に関する法律（平成 11年法律第 226号）に基づく登記情

報提供サービスを利用して登記情報（商業法人及び不動産）を確認することで

も、省略が可能である。 

これらに加えて、法務省において、「登記・法人設立等関係手続の簡素化・

迅速化に向けたアクションプラン」（平成 28年 10月 31日 CIO連絡会議決

定）に基づき、登記情報（商業法人及び不動産）について、2020年（令和２

年）10月に、国の行政機関との間の登記情報連携の運用を開始している。 

今後、登記情報連携を活用して、登記事項証明書の添付を求めることとなっ

ている法令に基づく国の行政手続のうち、登記事項証明書（商業法人）につい

ては約 1,500種類の手続において、登記事項証明書（不動産）については約

200種類の手続において、添付書類が省略される予定であり、各府省は、順

次、添付書類の省略に向けて必要な情報システムの整備等に取り組む。 

また、内閣官房は、総務省及び法務省の協力を得て、地方公共団体において

登記事項証明書の提出を求めている各種手続の実態等に関する調査を行い、地

方公共団体を含む行政機関間の情報連携の仕組みの在り方について検討し、

2021年度（令和３年度）中に結論を得る。 

イ. 戸籍謄本等 

 戸籍謄本・抄本は、身分関係等を証明することを目的として、年間約 4,200

万件（令和元年）が発行されており 16 、法令に基づく約 500種類以上の国の行

政手続において提出を求めることとなっている。 

2019年（令和元年）５月に、戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第

17号）が成立し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

                                                      
15 「e-Stat（政府統計の総合窓口）」に掲載の登記統計「19-00-83 法務局及び地方法務

局管内別 登記事項証明書の交付等の件数」 
16 「e-Stat（政府統計の総合窓口）」に掲載の戸籍統計「19-41-7 法務局及び地方法務

局管内別 証明書、謄本、抄本、その他の請求件数及び手数料」 



59 
 

に関する法律（平成 25年法律第 27号。以下「番号法」という。）に基づく情

報連携の対象に戸籍に関する情報が追加されたことで、2024年（令和６年）２

月以降、戸籍情報のマイナンバー制度における情報連携が可能となる予定であ

る。番号法に規定される事務を所管する各府省は、確認すべき事項に係る情報

を入手でき次第、戸籍謄本等の提出の不要化を実現する。 

また、法務省において、2024年（令和６年）２月以降、行政機関等が電子的

に戸籍記録事項の証明情報を確認できる戸籍電子証明書を発行することで、戸

籍情報を必要とする行政機関等のニーズを踏まえた戸籍情報連携の仕組みの整

備を予定している。 

これらの仕組みを活用して、戸籍謄本等の添付を求める行政手続のうち、法

令に基づく約 20種類の国の行政手続において、添付書類の省略の実現に向け

た検討が行われており、各府省は、順次、添付書類の省略に向けて必要な情報

システムの整備等に取り組む。 

ウ. 住民票の写し等 

住民票の写し又は住民票記載事項証明書は、現住所等を証明することを目的

として、年間約 6,000万件（令和元年）が発行されており、法令に基づく約

900種類以上の国の行政手続において提出を求めることとなっている。 

各府省は、住民票の写し等の添付を求めている手続のうち、申請書に記載さ

れた氏名、住所、生年月日及び性別（基本４情報）を確認している場合、マイ

ナンバーカードの券面提示、マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用

や、住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）に規定されている事務では、住

民基本台帳ネットワークシステムを用いて本人確認情報の提供を受けること

で、添付書類の省略が可能である。また、住民票の写し等で申請書に記載され

た者が同一世帯の者であることや申請書に記載された者の続柄を確認している

場合、番号法に規定されている事務では、マイナンバー制度における情報連携

により情報を取得して確認することで、省略が可能である。 

これらの仕組みを活用して、住民票の写し等の添付を求めることとなってい

る行政手続のうち、法令に基づく約 200種類の国の行政手続において、添付書

類の省略実現に向けた検討が行われており、各府省は、順次、省略に向けて必

要な情報システムの整備等に取り組む。 

エ. 印鑑証明書 

 印鑑証明書（個人）は、文書の真正性等を証明することを目的として発行さ

れており、法令に基づく約 100種類以上の国の行政手続において提出を求める

こととなっているが、マイナンバーカードの公的個人認証機能の活用等によっ

て本人確認を行うことで、添付書類の省略が可能である。印鑑証明書（個人）

の添付を求めることとなっている手続のうち、約 20種類の行政手続におい



60 
 

て、添付の不要化又は省略を実施済み若しくは実施予定であり、約 80種類の

行政手続において、添付書類に係る情報を入手できれば省略可能としている。 

 また、印鑑証明書（法人）は、同様に文書の真正性等を証明することを目的

として、年間約 1,300万件（令和元年）が発行されており、法令に基づく約

140種類以上の国の行政手続において提出を求めることとなっているが、商業

登記電子証明書の送信を受けて情報を確認することで、添付書類の省略が可能

である。印鑑証明書（法人）の添付を求めることとなっている手続のうち、約

20種類の行政手続において、添付の不要化又は省略を実施済み若しくは実施予

定であり、約 100種類の行政手続において、添付書類に係る情報を入手できれ

ば省略可能としている。 

 このような仕組みを活用して、各府省は、順次、添付書類の省略に向けて必

要な情報システムの整備等に取り組む。 

オ. 所得証明書・納税証明書等 

 所得証明書・納税証明書等の提出を求めることとなっている法令に基づく国

の行政手続は約 180種類以上あり、そのうち、添付書類の不要化又は省略を実

施済み若しくは実施予定の行政手続は約 10種類、添付書類に係る情報を入手

できれば省略可能とする行政手続は約 160種類となっている。 

国税関係情報（納税額、所得金額、未納の税額がないこと等）に関する証明

書については、電子納税証明書としてデジタル化が実現しており、さらに、一

部の手続については、2020年度（令和２年度）以降、法人番号等を活用した行

政機関間の情報連携による添付書類の省略が検討される予定である。 

地方税関係情報（住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報）に

関する証明書については、番号法に規定されている事務では、マイナンバー制

度における情報連携により情報を取得して確認することで、添付書類の省略が

可能となっている。 

このような仕組みを活用して、各府省は、所得証明書・納税証明書等の提出

の不要化に取り組む。 

カ. 定款等 

 定款、決算書又は各種資格証明書（以下「定款等」という。）の提出を求め

ることとなっている法令に基づく国の行政手続は約 2,400種類以上あり、その

うち、添付書類の不要化又は省略を実施済み若しくは実施予定の行政手続は約

60種類、添付書類に係る情報を入手できれば省略可能とする手続は約 2,000種

類となっている。 

 定款等の提出については、スキャン等によるイメージデータ等の提出を可能

としている手続があるほか、Webサイトでの確認の方法による添付書類の省略
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を予定している手続があり、各府省は、このような方法による定款等の提出の

不要化又はデジタル化に取り組む。 

キ. その他の書面 

その他の書面の提出を求めることとなっている法令に基づく国の行政手続

は、約 7,000種類以上となっている。当該書面の提出については、スキャン等

によるイメージデータ等の提出を可能としている手続があるところ、各府省

は、当該書面の提出のデジタル化に取り組む。 

また、経済産業省において、官民によるデータ交換の仕組みについて検討が

進められており、2019年度（令和元年度）中に行った実証を踏まえ、2020年

度（令和２年度）中にＧビズコネクト（法人データ連携基盤）（以下「Ｇビズ

コネクト」という。）の整備を行い、2021年度（令和３年度）以降には、他府

省でも利用可能とすることを目指している。当該基盤は、オンラインシステム

を外部の情報システムと連携させることで添付書類の省略やワンスオンリーの

実現を推進する仕組みであり、各府省はその動向を踏まえ、当該基盤の活用に

よる法人手続における添付書類の提出の不要化を検討する。 

 

6.2.3 行政手続の更なる利便性の向上に係る情報システム整備 

各府省は、新たにオンライン化を実現する行政手続だけでなく、既にオンラ

イン化を実現している行政手続においても、利用者視点に基づいた現状の把握

と分析を行った上で、オンラインによる申請時の添付書類の省略をはじめ、以

下のような観点等から費用対効果も踏まえてオンライン利用を促進する方策を

検討し、利用者の利便性向上に取り組む。 

このうち、別紙３の行政手続等について、必要な情報システムの整備等を進

める。各府省は、これらの手続について、各府省中長期計画において、より詳

細な取組内容について示す。 

また、各府省は、年間手続件数が多く、民間事業者等が反復的又は継続的に

利用する手続を中心として、オンライン利用の更なる推進を図る必要がある手

続については、各府省中長期計画において、今後の利便性向上に向けた検討状

況を示すこととする。 

ア. スマートフォン等を利用したオンライン手続における利便性向上 

2018年（平成 30年）における世帯の情報通信機器の保有状況をみると、ス

マートフォンの世帯保有率は、パソコンの世帯保有率を上回っていること、ま

た、個人のスマートフォンの保有率が増加傾向にあることを踏まえ、スマート

フォンやタブレットを利用したオンライン手続における利便性向上のため、ス

マートフォン専用画面の整備等を行う。 
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イ. 受付時間等の拡充 

利用者がオンライン手続を行う際に可能な限り時間の制約を受けることのな

いように、オンライン手続やヘルプデスク等の受付時間を拡充する。 

ウ. 本人確認手法の見直し 

本人確認のために電子署名を求めている行政手続について、行政手続におけ

るオンラインによる本人確認の手法に関するガイドラインに基づき、個人向け

の行政手続におけるマイナンバーカードの公的個人認証機能（利用者証明用電

子証明書）、法人や個人事業主向けの行政手続におけるＧビズＩＤの活用等に

よる本人確認手法の多様化を図る。 

エ. 代理申請の容易化 

 代理申請を可能とする場合に、申請者本人の電子証明書及び代理申請者の電

子証明書を重ねて提出させることを不要とすること等によって、代理申請の容

易化を図る。 

オ. オンライン手続時の初期設定の簡易化 

利用者がオンラインシステムを短時間で、かつ容易に利用することができる

ように、初期設定に必要となる専用ソフトウェアのインストール等の不要化

や、インストールが必要となる場合であっても、インストールを一括で行える

ようにするなど、初期設定の簡易化を図る。 

カ. 入力の簡易化等 

利用者が行政手続を行う際の利便性向上のため、質問に答えていくと申請書

等が自動で作成される機能や、チャットボットを活用した Q＆A対応を行う機

能等による入力の簡易化等、利用者に分かりやすい UI（ユーザーインターフェ

ース）/UX（ユーザーエクスペリエンス）による申請を可能とする。 

キ. 申請画面等のマルチブラウザ対応 

 複数のブラウザで申請等を可能とすることで、利用者の利便性向上を図る。 

ク. 申請画面等の多言語化 

 外国人利用者向けの申請画面等を多言語化することで、利用者の利便性向上

を図る。 

ケ. データ容量の制限緩和 

オンライン手続を行おうとした利用者が、送信可能なデータ容量の制限のた

めにオンライン申請を複数回行う必要が生じることがないように、データ容量

の制限を緩和する。 

コ. データ形式の柔軟化 

オンライン手続時に送信するデータ形式について、利用者側で変換を行う必

要が生じないよう、利用者の利便性やニーズを踏まえた標準的なデータ形式に

対応できるように柔軟化を図るとともに、業務の安全性及び信頼性を確保する
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ことを前提に、解像度や階調の指定等によりイメージデータでの提出も可能と

する。 

サ. オンライン手続に係る事務処理の効率化 

オンライン手続について、その審査・決裁・通知までを一貫してデジタルで

処理することによる事務処理の効率化等により、標準処理期間の短縮を図る。 

シ. オンライン手続における優遇措置 

オンライン手続の利用促進を図るため、オンライン手続における手数料の減

額、手続を処理する際の優先的取扱いその他の優遇措置を講ずる。 

 

6.3 情報システムの整備に当たり講ずべき施策（◎内閣官房、全府省） 

（1）業務改革（BPR）の実施 

ア. 行政サービス全体のプロセスの可視化 

各府省は、既存の行政手続を見直すことなく性急に情報システムの整備を図

るなど、オンライン化自体が目的とならないように、本来の目的である行政手

続をはじめとする行政サービスの利用者の利便性向上並びに行政運営の簡素化

及び効率化に立ち返った業務改革（BPR）に十分な時間をかけて取り組む必要

がある。 

業務改革（BPR）を行うに当たっては、利用者から見たエンドツーエンドで

事実を詳細に把握し、行政手続の利用者と行政機関間のフロント部分のデジタ

ル化だけでなく、行政機関内のバックオフィスを含めたプロセスの再設計を行

うことが重要である。 

その際、サービス提供者の視点だけではなく、利用者の視点に立って、利用

者のニーズ、利用状況及び現場の業務について、個人又は法人等の利用者ごと

の違いや業務を行っている現場の規模等に応じた「ばらつき」まで詳細に把

握・分析した上で、プロジェクトの関係者において的確に行政サービス・業務

の状況を共有するため、フロー図等を作成することにより、行政サービス全体

のプロセスを可視化する。 

 

イ. 行政手続で求めている情報の点検による添付書類の不要化等 

行政手続に係る国の情報システムの整備を行うに当たっては、前提として、

そもそも当該行政手続で個々の情報（添付書類又は申請書等の記載事項）をな

ぜ求めているか、添付書類又は申請書等の記載事項が必要最小限になっている

かを精査する。具体的には、例えば、各手続において確認する必要がある最小

限の情報（判断材料として必要な情報や、事後の業務に用いるために行政側に
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残しておく必要がある情報等）を具体的に挙げて、求めている添付書類に記載

されている情報及び申請書等の記載事項と突合し、個々に必要性を精査する等

により、添付書類の不要化や申請書等の記載事項の削減を図る。 

 

ウ. 行政手続の利便性向上等 

各府省は、可視化されたプロセスを基に、利用者が申請を行う前に必要とな

る作業や利用者が審査結果を受領した後に必要となる作業において利便性の向

上につながる施策の有無、また、形式的な内容確認のみを行うもの、専門の審

査官による実体的な審査を行うもの等審査内容の種類に応じて発生している問

題点を把握・分析し、行政手続の廃止、他の行政手続との統合又は行政手続の

利便性向上のための施策について、以下のような観点等から検討を行う。 

(ａ)行政手続の統廃合 

利用者が必要のない行政手続を行うことがないように、行政手続の目的に立

ち返って精査を行い、規定時からの社会情勢の変化によって現在では利用の見

込みのない行政手続の廃止や他の行政手続と合わせて実施することが効率的な

行政手続の統合等を行う。 

 

(ｂ)申請頻度の削減等 

利用者が申請を行う際の負担軽減のため、繰り返しの申請が必要な行政手続

については申請頻度の削減を、また出頭を求めている行政手続については出頭

回数の削減や廃止を図る。 

 

(ｃ)事前登録・来庁予約による待ち時間の短縮 

対面による本人確認等が必要な手続であっても、申請情報等の事前登録や、

来庁予約を可能にすることで、待ち時間の短縮等を図る。 

 

(ｄ)編集可能な電子ファイルによる申請書様式の提供 

利用者が行政手続を行う際の利便性向上のため、当該行政手続に係る情報を

Webサイト等で容易に入手でき、かつ、Webサイトの入力フォームを利用して

直接申請書の作成を可能とする又は申請書様式の電子ファイルを PDFなどの編

集不可な形式ではなく、編集可能な形式の電子ファイルで入手可能とする。 

 

(ｅ)申請書様式の標準化 
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同一の行政手続を複数の申請先に対して行う必要がある場合に、申請先ごと

に申請書の様式が異なるために利用者が同じ情報の入力作業を何度も行う必要

が生じること等がないように、申請書様式の標準化を行う。 

 

(ｆ)申請書におけるプレプリント等 

利用者が申請書を作成する際の負担軽減のため、利用者が前回申請時に入力

した情報と同じ情報は入力不要とするプレプリント、二次元コードの読み取り

による自動入力並びに法人番号の入力による会社名等の入力省略又は自動入力

などの入力の簡易化を図る。 

 

(ｇ)申請内容のチェック機能の強化等 

申請を受け付けた後に申請内容の修正を行う必要が生じた場合、利用者の負

担となるとともに行政機関における効率的な処理の妨げとなることから、その

ような申請を削減するため、ヘルプデスクの設置、よくある過誤事案を掲載し

た Q＆A集の公開、申請書作成画面における数値の自動計算や形式チェック機

能の強化等を行う。 

 

(ｈ)業務の集中化等による標準処理期間の短縮 

オンライン申請と書面申請が混在することによる業務の煩雑化を防ぐため、

オンライン申請の集中処理やオンライン申請時の申請データを活用した自動処

理などの業務の効率化による標準処理期間の短縮を図る。 

 

(ｉ)最新技術の柔軟な活用 

業務改革（BPR）の実施に当たっては、利用者の利便性向上及び業務の効率

化のため、技術の進展に応じて、行政手続の問合せ対応などの業務における AI

や RPA（Robotic Process Automation）等のデジタル技術の活用について、費

用対効果を含めた検討を行う。 

 

（2）行政機関等による情報システムの共用の推進 

各府省は、可能な限り個別に新規のオンラインシステムを整備することは避

け、既存の情報システムや政府全体で共通的に利用する情報システムの活用

等、効率的な情報システムの整備による行政サービスのデジタル化を図る。 

ア. 既存のオンラインシステム等の活用 

各府省の汎用受付システム、各府省固有のオンラインシステム又は業務シス

テムなどの既存のオンラインシステム等を活用してデジタル化を実現する。な
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お、各府省に既存の汎用受付システムや各府省固有のオンラインシステムが整

備されておらず、新たにオンライン化を実現しようとする場合には、まず、情

報提供等記録開示システム（マイナポータル）や e-Govを活用することを検討

する。 

 

イ. クラウドサービスやデジタルインフラの活用による既存のオンライ

ンシステムの統廃合等の見直し 

既存のオンラインシステム等について、当該情報システムの利用状況を踏ま

えて、不要な画面や帳票の有無、機器のスペックの妥当性等の検証を行い、情

報システムの不断の見直しを行う。 

また、情報システムの整備時期を見据えつつ、費用対効果やサービスレベル

の向上、情報セキュリティの対策強化を図るため、政府共通プラットフォーム

や民間を含めた各種クラウドサービスの活用を図る。 

さらには、デジタルインフラの整備・利用を進める観点から、マイナポータ

ルや e-Gov等を活用することによる既存のオンラインシステム等の統廃合や国

と地方の申請受付システム等における共通的な機能の一元化、APIの共通化に

ついて検討を行う。 

 

（3）データの標準化・API の整備 

各府省は、利用者が行政サービスを受ける際の利便性を向上させるため、各

種ガイドラインに沿って、デジタル処理に適するようデータの標準化、APIの

整備及び分かりやすい形での仕様に関する情報提供を推進し、民間サービスも

含めた他サービスとの連携を促進する。 

ア. データの標準化 

各府省は、標準ガイドライン群に定める行政基本情報データ連携モデル、実

践ガイドブック（文字、マスターデータ等）に基づき、以下のような観点等か

ら行政分野におけるデータの標準化に取り組み、データ連携の環境を整備する

ことにより、行政のみならず民間事業者等における業務の効率化やデータ活用

を促進する。 

 

(ａ)基本的なデータ形式の標準化 

日付時刻や住所、電話番号といった基本的なデータについては、行政基本情報

データ連携モデル（行政データ連携標準）を適用してデータ形式の標準化に取り

組むことで、効率的なデータ連携環境の整備を図る。 
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(ｂ)データ連携等を容易に行える文字環境の整備 

データ連携を行う情報システムを整備する際に使用する文字の範囲は、一般

に普及しているスマートフォンやパソコンに標準的に搭載されている JIS X 

0213を原則とし、現在個別に外字を使用している情報システムは更改時にその

必要性を見直すなど、「文字環境導入実践ガイドブック」を参考に文字環境の

整備に取り組み、情報システム間のデータ連携やスマートフォン等による行政

サービスの利用が容易に行えるような環境の整備を図る。 

 

(ｃ)データの相互運用を可能とするマスターデータの管理 

異なる組織間で情報交換を行う際に、組織を横断しても共通の理解の下で業

務を行えるように、「マスターデータ等基本データ導入実践ガイドブック」

（平成 31年３月 28日内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）を参考に、デ

ータを相互運用できるようにするためのマスターデータの管理に取り組む。 

具体的には、既存のマスターデータで類似するものがあれば、それを参考に

データを整備し、適当なものが存在しなければ新規に整備する。いずれの場合

も、汎用性のあるデータとするため、共通語彙基盤等を参照して整備する。 

また、情報連携の際に情報提供を行う各府省は、提供対象となるデータにつ

いて、情報提供を受ける行政機関が特別な機器やソフトウェアを利用すること

なく、正確かつ最新のデータの提供を受けられるように整備する。 

さらに、データの形式や精度を変更する場合には、これらが混在しないよう

に、変更日付を明記し、過去のデータとの変更時点を明確にする。 

 

イ. 外部連携機能（API）の整備 

各府省は、「API導入実践ガイドブック」等を参照するなどして、以下のよ

うな観点等を踏まえて開発者・利用者にとって利便性の高い形での APIの整備

及び分かりやすい形での仕様に関する情報の提供に取り組む。 

(ａ)API利用者にとって使いやすい環境の整備 

提供する APIの活用を進めるため、API仕様情報の提供、テスト環境の提

供、開発者同士や API提供者が意見交換するコミュニティといった情報交換の

環境の提供を行うなど「API利用者にとっての使いやすさ」に配慮した環境整

備に取り組む。 

 

(ｂ)API導入時における利用者に分かりやすい情報提供 
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API導入時における利用者の利便性向上のため、民間に APIを公開するとい

う観点から、より平易な利用者向けの仕様書、マニュアル、利用事例等の整

備・提供を行う。 

 

(ｃ)行政データ連携標準や国際標準等に準拠した APIの設計 

提供するデータを設計する際は、データフォーマット（データ項目名、形

式、コード値、入力規則等）について行政データ連携、国際、国内、業界等の

各種標準に準拠し、相互接続性、拡張性及び一意性を担保した設計とする。 

 

(ｄ)情報セキュリティ対策等のための APIのアクセス管理 

APIの提供に当たっては、情報セキュリティ対策、サーバの負荷対策、利用

者への API仕様変更の連絡等のため、アクセス管理を行う。 

 

(ｅ)利用者の利便性向上のための API導入後の監視 

APIの導入直後は、当初の想定と異なる利用やサーバ過負荷等が発生してい

ないか重点的に監視し、問題の発生が予想される場合には迅速に対応する。稼

働が安定した後も定期的な監視を継続し、利用者の利便性の改善を図る。 

 

(ｆ)APIの仕様変更・廃止の丁寧な情報提供 

APIの仕様変更・廃止を行う場合には、API利用者が速やかに変更や廃止に

気付いて、トラブル回避等の対応を行えるように、十分な期間を確保して周知

を徹底する。 

 

（4）情報セキュリティ対策・個人情報保護等 

各府省は、行政手続のデジタル化を推進するに当たっては、本計画「4.5情

報セキュリティ対策・個人情報保護等」に基づき、ネットワークへのアクセス

制御、通信の暗号化及び情報システムにおけるログの保全等の技術革新等に対

応した情報セキュリティ対策、個人情報の保護その他の個人の権利利益の保

護、業務継続の確保といった業務及び情報システムの安全性及び信頼性を確保

するための措置を講ずる。 

 

（5）デジタルデバイドの是正 

各府省は、高齢者や障害者等を含む全ての国民がデジタル化の恩恵を受けら

れるように、オンライン申請等に関するアドバイザーによる支援、デジタル技

術に関する特別の知識や複雑な操作を要しないシンプルな設計による情報シス
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テムの整備、ヘルプデスク等の利用者サポート機能の充実等デジタルデバイド

の是正の取組を継続的に行う。 

また、経済的な理由等によりオンライン申請を行えない利用者が、行政機関

等の窓口で職員に操作方法等の支援を受けながら、オンライン申請を行えるよ

うにする施策や外国人利用者のために Webサイトにおける外国語表記や自動翻

訳サービスの実装などの外国語対応等も行う。 

 

（6）国民等への広報 

各府省は、行政手続のオンライン化を促進するに当たっては、その利便性の

向上や負担軽減といった効果、情報セキュリティや個人情報の保護をはじめと

した安全性及び信頼性の確保のための対策、デジタルデバイド対策なども含め

て、個々の手続を実際にオンラインで行うための具体的な方法等について、専

門的・技術的な用語に頼らずに国民等に丁寧かつ分かりやすい広報を行う。 

また、オンライン申請の利用促進のため、SNS、動画、Webサイト、テレビ

CM、政府広報、ポスター、パンフレット、リーフレット、企業を訪問しての申

請のデモンストレーション等を活用した広報を行う。 

 

（7）KPI の設定 

各府省は、行政手続のデジタル化に当たり、実現する行政サービスの内容に

応じて適切な KPIを情報システム単位で設定し、又は、利用者の負担軽減、行

政運営の効率化などの KPIを行政サービス単位で設定する等した上で取組を進

めるものとする。 
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７ ワンストップサービスの推進 

 行政手続等を行う際の負担等を大幅に軽減させ、利用者がその利便性向上を

実感できるよう、関連する行政手続等のワンストップ化を推進する。その際、

民間サービスの活用を含めて利便性の高いサービスとするため、APIの整備や

公開を推進する。これによって、行政手続だけでなく民間手続まで含めたワン

ストップ化（コネクテッド・ワンストップ）を推進する。 

 具体的な取組の第一歩として、コネクテッド・ワンストップの先行分野であ

る以下について引き続き取り組み、得られたノウハウや成果を他の分野に順次

展開していくとともに、利用者のみならず代理人、事業者等へも情報を提供す

ることや、利用者が所属する企業等において相談対応が可能となる環境を整備

すること等を通じて利用を促進する。 

 

7.1 子育てワンストップサービス等の推進（◎内閣官房、内閣府、

総務省、文部科学省、厚生労働省） 

「子育て」に関連する手続は多数存在するが、来庁を前提とする手続（対

面）や、オンライン化されていない手続（書面）が多く、子育てや仕事に忙し

い子育て世代における手続に係る負担（時間、費用等）が大きい。 

こうした状況を改善するために、2017年度（平成 29年度）に、マイナポータ

ルを活用して地方公共団体における子育てに関するサービス検索及びオンライ

ン申請ができる子育てワンストップサービスを開始した。 

 引き続き、窓口に出向かずとも子育てに関する官民の様々なサービスの申請

がオンラインで完結し、また、必要な情報をプッシュ型通知により受けること

ができる仕組みにより、子育て世代における利便性向上や手続に係る負担の軽

減を実現する。 

 内閣官房及び関係府省は、マイナポータルを活用して子育てに関するサービ

ス検索及びオンライン申請ができる子育てワンストップサービスについて、引

き続き、地方公共団体における導入を促進する。また、マイナポータルにおい

て、保育所入所申請に必要な就労証明書のデジタル化対応や障害児施策へのワ

ンストップサービスの拡充等を行い、子育てワンストップサービスの利用を促

進する。 

 さらに、民間アプリ会社と連携して子育てに関する手続をデジタル化し、子

育て世帯の負担軽減や地方公共団体の業務効率化を実現する「子育てノンスト

ップサービス」について、2020年（令和２年）3月に公表したロードマップに

基づき、児童手当の各種手続の見直しを検討することと併せて、まず児童手当

の現況届と定期の予防接種を対象に 2023年度（令和５年度）からの全国展開
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に向けて取り組む。また、保育や乳幼児健診その他の手続についても検討を進

め、妊娠期から就学前まで切れ目なく最適なタイミングでサポートする環境の

実現を図る。 

 

KPI：取扱機関数（地方公共団体等） 

KPI：ワンストップサービスによりオンライン申請可能な手続数（地方公共団

体ごとの対象手続数の合計） 

 

7.2 介護ワンストップサービスの推進（◎厚生労働省、内閣官房、

内閣府） 

2025年（令和７年）には、団塊の世代全てが 75歳以上となるなど、高齢化

は今後更に進展することが見込まれており、高齢者の自立支援や要介護状態等

の重度化防止に向け、地域の特性に応じて取り組むことが重要である。 

 現在、要介護・要支援認定者数は 650万人を超えていることから、介護者の

負担軽減の一助として、行政手続の簡素化や享受できるサービスに関する情報

を分かりやすく提供することが必要である。 

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、介護や介護予防のために必要な行

政手続を含むサービス情報を得られ、行政手続のオンライン化の実施により、

時間・場所を問わず、Webサイト上でサービスの検索から申請までが可能とな

るワンストップサービスを実現することで、非接触・非対面での行政手続が可

能となり、感染リスクの高い高齢者や介護者（家族）の不安や行政手続を申請

する者の手続に係る負担が軽減される。これにより、介護支援専門員等の介護

に従事する者の負担軽減が図られ、介護サービス利用者への自立支援や重度化

防止につながるような支援への注力が期待できる。 

なお、介護における負担状況を考える際、関係者ごとに抱える課題は異なる

ことから、以下のように、各視点での現状把握が必要である。 

①介護者（家族） 

  介護する立場になるまで介護に関する情報や知識を備えようという意識が

働きにくく、いざ介護する立場になったとしても、どこに相談すればよい

か、情報はどこから得られるかが分からず不安を抱えている。 

②行政手続の代理申請が可能な介護支援専門員等 

要介護・要支援認定の申請等の行政手続については、介護支援専門員等が

申請者に代わって行うことができるが、オンライン化されている手続は少な

く、申請書の地方公共団体への持込み・郵送の負担がかかっている。 
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 これまで、内閣官房及び厚生労働省は、介護者（家族）や行政手続を代理す

ることが可能である介護支援専門員等の負担状況に鑑み、2018年度（平成 30

年度）より、介護や介護予防に係る手続のオンライン申請等ができる介護ワン

ストップサービスを順次開始した。2019年度（令和元年度）は、地方公共団体

へのアンケート等を通じて地方公共団体への導入促進に向けた課題と対応策を

取りまとめ、2020年度（令和２年度）は、オンライン申請における申請フォー

ムのひな形を作成し、マイナポータル・ぴったりサービスへのプリセットを順

次実施するなど、地方公共団体への導入促進を図っている。 

 引き続き、2021年度（令和３年度）以降も、申請フォームのひな形の周知等

により、地方公共団体での導入促進を図るとともに、介護支援専門員等への周

知を通じてワンストップサービスの利用促進を図っていく。また、申請フォー

ムのひな形も、地方公共団体や関係団体の意見を取り入れながら随時見直しを

行い、介護者（家族）、介護支援専門員等にとって利便性の高いサービスの提

供に向けた取組を実施していく。 

 

KPI：取扱機関数（地方公共団体） 

KPI：ワンストップサービスにより電子申請可能な手続数（地方公共団体ごと

の対象手続数の合計） 

 

7.3 引越しワンストップサービスの推進（◎内閣官房、内閣府、金

融庁、国家公安委員会・警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚

生労働省、経済産業省、国土交通省、関係府省） 

引越しに際し、様々な行政機関や民間事業者に対して、ほぼ同一の情報を個

別に届け出る必要があり、その都度、手続負担が生じている。また、引越しを

行う者が、住所変更手続を行うべき相手方を網羅的に把握できず、手続漏れが

発生しやすい状況となっている。 

こうした状況を踏まえ、引越時において、様々な場面で必要であった住所変

更手続が、当事者が可能な限り負担を感じることなく処理され、かつ、その回

数が最少化されることにより、新しい生活を円滑に開始することができる社会

を実現する。 

また、新型コロナウイルス感染症対策において、社会的距離（ソーシャルデ

ィスタンス）の確保の取組が必須とされている。従来、対面で行っていた手続

についても、オンラインによる手続を前提とし、手続の性質上対面で行う必要

がある手続は、予約の仕組みを導入することで、窓口で行列が生まれない体制

を整備するなど、国民の新たな生活様式に合わせた取組を実施していく必要が

ある。 
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これまで、内閣官房は、関係府省や地方公共団体、民間事業者とワンストッ

プサービスの実現に向けた検討等を行い、2019年（平成 31年）４月に関係府

省とともに実現方策を取りまとめた。また、当該方策に基づき、2019年度（令

和元年度）に実証実験を実施し、2020年（令和２年）３月に課題と今後の方針

について取りまとめるとともに、民間手続に係る引越しワンストップサービス

については、引越しを行う者が、民間事業者が提供する引越しポータルサイト

を通じて、電気・ガス・水道等の手続等を実施できるサービスを開始した。ま

た、実証実験で得られた課題と今後の方針をもとに、2020年度（令和２年度）

も引き続き、同サービスの検証を実施している。  

 2020年（令和２年）以降については、引越しポータルサイトから手続申請

（地方公共団体の手続についてはマイナポータルを経由）を行うサービスにつ

いて、民間手続に関しては、民間事業者等の協力の下、同サービスの検証を行

い、その方式及び効果の検証を踏まえた上で、対象手続の更なる拡大を図る。

また、地方公共団体の手続に関しては、関係府省や地方公共団体等の協力の

下、同サービスの検証を行い、転出証明書情報を事前に市町村職員が確認する

ことにより転入手続の事前準備を可能とするなど、住民の利便性向上や市町村

職員の負担軽減の観点から必要な制度を検討し、法令等の改正も含め、実現に

向けて取り組んでいく。 

 

KPI：ワンストップサービスの取扱機関数（地方公共団体等） 

KPI：引越しワンストップサービスの対象手続の拡充 

 

7.4 死亡・相続ワンストップサービスの推進（◎内閣官房、内閣

府、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、経済産業省、

国土交通省、環境省、関係府省） 

「死亡・相続」に関連する手続は多数存在し、その大半がオンライン化され

ていない。また、我が国の年間死亡者数は直近で約 138万人と増加傾向にある

事からも、相続人の手続に係る負担やその手続を受ける行政機関・民間事業者

等の負担軽減に向けた取組が必要である。 

「死亡・相続」に関して、死亡届、年金手続、不動産名義変更、税務申告と

いった行政手続は、それぞれ地方公共団体、年金事務所、法務局、税務署に対

して行わなければならず、金融機関をはじめとした民間事業者に対しても戸籍

謄抄本等を提出するなどの手続を繰り返し行っており、また、亡くなった人の

財産保有状況等によって必要となる手続先が異なるなど、相続人の負担は大き

い。また、行政機関間での手続もデジタル化されておらず、死亡者数増加に伴

う手続件数の増加により行政側の負担も増大している。 
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こうした状況を踏まえ、①死亡・相続に関する行政手続を見直し、遺族が行

う手続を削減し、②故人の生前情報をデジタル化し、死後、信頼できる第三者

により相続人であることをオンラインで認証された遺族が、当該情報を死亡・

相続の手続に活用できるようにすることで、遺族の負担を軽減するとともに、

③死亡・相続に関する手続の総合窓口について、地方公共団体が精神的・経済

的に支えを失った遺族に必要な支援を行うことができるように、内閣官房は、

地方公共団体に対し円滑な設置・運営のための支援を行う。 

 これまで、内閣官房において、関係府省や地方公共団体、民間事業者とワン

ストップサービスの実現に向けた検討等を行い、2019年（平成 31年）４月に

関係府省とともに実現方策を取りまとめた。 

 

 今後、内閣官房は、当該方策に基づき、関係府省や地方公共団体の協力の

下、以下の施策を進める。 

①財務省、厚生労働省及び環境省は、行政手続の見直しに向けて、総務省の分

析の結果、他の手続で登録された死亡情報を参照できるものの、死亡に関す

る届出の省略を認めていない行政手続について、各府省中長期計画に基づ

き、当該届出の提出を省略可能とする対応を行う。また、他の手続で登録さ

れた死亡情報を参照できないこと等から、死亡に関する届出の省略を認めて

いない行政手続についても、届出省略の実現に向けた検討を行う。 

②内閣官房は、戸籍情報連携システムの戸籍電子証明書（電子的な戸籍記録事

項の証明情報）を活用した法定相続人の特定に係る遺族等の負担軽減策につ

いて、法務省と検討を行う。また個人の生前の情報を、死後、遺族に電子的

に継承する仕組みとして、エンディングノート 17のデータ標準の策定を 2020

年度（令和２年度）末までに行う。 

③内閣官房は、地方公共団体が死亡に関する総合窓口である「おくやみコーナ

ー」を設置することを支援するためのツール（おくやみコーナー設置自治体

支援ナビ等）を整備するとともに、2020年（令和２年）５月にその活用方法

を盛り込んだガイドラインを策定し、提供を開始した。引き続き、利用上の

課題をヒアリングし、順次改善を行うことで「おくやみコーナー」設置を推

進する。 

 

 また、法制度上の制約がないことが確認できたため、死亡に関する手続（死

亡届及び死亡診断書（死体検案書））をオンラインで完結する仕組みの構築に

向けて、法務省、厚生労働省と共に 2021年度（令和３年度）内に課題を整理

                                                      
17 故人の生前の情報を、死後、遺族に継承する仕組み。 



75 
 

の上、速やかに対応する。ただし、既存のツールの活用が可能な取組等につい

ては、実現できるものから順次措置し、その後も、必要な見直し、整備を行

う。 

 

KPI：エンディングノートに必要なデータの整理 

KPI：死亡・相続に関して遺族が行う手続の削減数 

 

7.5 企業が行う従業員の社会保険・税手続ワンストップ化・ワンス

オンリー化の推進（◎内閣官房、総務省、財務省、厚生労働省、経

済産業省） 

企業の生産性を向上するためには、従業員に関する社会保険・税手続をデジ

タル化・簡便化することが重要であることから、企業が行う従業員の社会保

険・税手続について、従業員のライフイベントに伴う行政手続のワンストップ

サービスや、企業と行政機関との間でのデータ連携を通じたワンスオンリー化

を実現することで、企業の負担を軽減し、生産性向上に寄与するための取組を

進める。 

2019年（平成 31年）４月の課題の最終整理を踏まえ、従業員のライフイベ

ントに伴い企業が行う社会保険・税手続について、マイナポータルの APIを活

用したオンライン・ワンストップ化を 2020年（令和２年）11月から開始して

おり、今後、対象機関や対象手続を順次拡大する。 

 また、内閣官房及び関係府省は、事業者がクラウドサービス上にデータを記

録し、行政機関等が当該データを参照することによって社会保険・税手続を行

うこと（社会保険・税手続の新たな提出方法）について環境整備を行い、まず

は金融機関等が税務署長に提出する支払調書等を対象に、2022年（令和４年）

１月提出分から対応できるよう、金融機関等と連携を図ることとし、国民・事

業者の負担軽減が見込まれるその他の手続についても、2022年度（令和４年

度）以降の対象拡大に向けて検討し、2020年度（令和２年度）中に結論を得

る。 

さらに、年金関係をはじめ、行政機関等から事業者への処分通知等につい

て、デジタル化の課題や方策等を検討し、2021年度（令和３年度）以降順次デ

ジタル化対応を目指す。 

 

KPI:オンライン・ワンストップ化 

・申請・届出に係る利用数 

 

KPI:クラウドを活用した新しい提出方法・処分通知等 
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・対象手続の追加に対応して、本計画の改定の際に順次記載 

・ロードマップに基づく検討を踏まえた対象手続に係る各府省等の情報システ 

ムの改修・マイナポータルの機能追加 

・クラウドを活用した申請・届出、処分通知等の実現（2021年度（令和３年

度）以降） 

・インターフェイスシステムの提供数 

・申請・届出、処分通知等に係る利用数 

 

7.6 法人向けワンストップサービスの実現（◎内閣官房、内閣府、

法務省、総務省、財務省、厚生労働省、経済産業省） 

世界最高水準の起業環境を実現するために、法人設立手続のオンライン・ワ

ンストップ化を行う。 

これまで、2018年（平成 30年）３月に、株式会社及び合同会社の設立登記

の優先的処理を開始するとともに、2019年（平成 31年）３月に、指定公証人

の行う電磁的記録に関する事務に関する関係省令を改正し、テレビ電話等によ

る株式会社の定款認証を導入した。また、2020年（令和２年）１月からマイナ

ポータルを活用し、国税、地方税、年金、雇用保険などの法人設立に係る申請

等の手続（登記後の手続）のワンストップ化を開始している。 

2021年（令和３年）２月からの定款認証及び設立登記を含めた全手続のワン

ストップ化、設立登記における印鑑届出の任意化、ＧビズＩＤの発行等の開始

に取り組むとともに、定期的に取組状況を検証し、2021年度（令和３年度）目

途で見直しを行い、必要な措置を講ずる。 

 

KPI（進捗）： 世界銀行事業環境ランキング（World Bank Doing Business）

の法人設立分野でのランクアップ 

※2019年（令和元年）10月公表の Doing Business 2020では 13位 

KPI（効果）： 世界銀行事業環境ランキングの法人設立分野において、2030年

（令和 12年）に G20で１位を目指す。 

 

８ 行政サービス連携の推進 

 多様なサービスやデータを円滑に連携させ、高度かつ便利なサービスを実現

するためには、連携データや APIの仕様を標準化するとともに、それぞれの情

報システム等で保持しているデータを常に適切な品質に維持し、相互運用性を

高めることが必要であり、行政サービスの利便性を向上させるため、行政サー

ビス及び行政データの連携基盤の整備及び活用を推進する。 
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8.1 マイナポータルの API提供によるサービス連携の拡大（◎内閣府） 

 デジタル・ガバメントの基盤であるマイナポータルの各種機能を民間事業者

や国・地方公共団体等の様々な Webサービスが活用することを可能とする API

を開発・提供し、サービス連携の更なる拡大を実現する。 

 

ア. お知らせ情報取得 API 等を活用した官民データ連携 

 2020年度（令和２年度）においては、行政機関等が情報提供ネットワークシ

ステム経由で個人の閲覧に供するためにマイナポータルに通知する情報（お知

らせ情報）と、民間事業者による本人確認済の利用者に対する電子データ送達

サービス（民間送達サービス）により送付される各種データ（民間送達サービ

ス保有情報）について、本人が指定する他の Webサービスがマイナポータルを

介して取得することを可能とする API（「お知らせ情報取得 API」及び「民間

送達サービス保有情報取得 API」）を開発し、提供を開始した。 

引き続き、医療・福祉や社会保険・税などあらゆる分野の Webサービスにおい

て、これらの APIが活用されるよう取り組み、官民データ連携を強力に推進す

る。 

 また、マイナポータルで提供する機能を、行政機関だけでなく企業や市民団

体等の民間組織に対しても APIとして提供することで、新たな行政サービス・

民間サービスの開発につなげる。 

 

イ. ぴったりサービスにおけるサービス連携 

 市区町村の子育てをはじめとする行政手続の検索とオンライン申請を行うこ

とができる「サービス・電子申請機能」（以下「ぴったりサービス」とい

う。）においては、2017年度（平成 29年度）から、その手続検索機能につい

て APIを提供し、SNSと連携することにより、国民が SNSの画面上で市区町村

の行政手続を検索することを可能としている。 

 引き続き、引越し等に関する民間事業者の Webサービスについて、受け付け

た申請等のうち市区町村に係るものを、マイナポータルを介して市区町村に連

携し、地方公共団体手続を一括で行うことができるように、APIの開発・提供

を推進するとともに、その利活用についても積極的な周知広報等に取り組む。 

 

ウ. 法人設立ワンストップ、社会保険・税手続ワンストップにおけるサ

ービス連携 
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 2020年度（令和２年度）においては、企業が行う従業員のライフイベントに

伴う社会保険・税手続に係る行政機関等に対する申請等について、企業の人

事・給与システムや民間事業者の Webサービス等からマイナポータルを介し、

オンラインかつワンストップで行うことができるサービス（社会保険・税手続

ワンストップサービス）を開始できるようにした。 

また、法人設立ワンストップに関し、対象手続を定款認証及び設立登記を含

めた手続に拡大する。 

 

KPI：外部 API連携オンラインサービス数 

KPI：API利用数 

 

8.2 申請受付システム等の一元化に向けた  の継続的改善（◎総

務省） 

 e-Govを利用する国民・企業等に対して質の高い行政サービスを提供するた

め、総務省は、2018年度（平成 30年度）からサービスデザイン思考を導入

し、利用者、ソフトウェアベンダー等との共創によって、e-Govの提供サービ

ス及びデザインについて段階的な見直しを行い、2020年（令和２年）11月か

ら刷新後の e-Govの運用を開始している。 

 今後は、e-Govの利用者の利便性向上及び効率的なシステム整備・運用の観

点から、第一期政府共通プラットフォームが終了する 2023年度（令和５年

度）末までに、クラウドネイティブのシステムとして、第二期政府共通プラッ

トフォーム上に移行させることとし、2021年度（令和３年度）から e-Gov更改

に向けた要件定義に着手し、2022年度（令和４年度）から設計・開発を進め

る。 

 

KPI：e-Govを通じた電子申請件数（2018年度（平成 30年度）実績である

11,351千件を 2021年度（令和３年度）までに 31,148千件に引き上げる） 

KPI：API対応ソフトウェアからの電子申請件数（2018年度（平成 30年度）実

績である 8,570千件を 2021年度（令和３年度）までに 23,515千件に引き上げ

る） 

 

8.3 法人デジタルプラットフォームの整備（◎経済産業省、内閣官

房、関係府省） 

政府全体で行政データ・サービス連携の推進を掲げる中、法人との接点の多

い経済産業省においては、2017年度（平成 29年度）より、法人関係の行政手

e-Gov 
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続のワンスオンリー化等のため、法人デジタルプラットフォームの整備と実証

を進めている。 

法人デジタルプラットフォームは、複数の行政サービスで利用することを想

定した共通機能と、業務固有の機能から構成され、2020年度（令和２年度）時

点では３つの共通機能（「Ｇビズインフォ（法人インフォメーション）」（以

下「Ｇビズインフォ」という。）、ＧビズＩＤ、Ｇビズコネクト）の整備を進

めている。 

Ｇビズインフォは、法人番号をキーとして各府省が保有する調達、補助金、

表彰などの法人活動情報を紐づけ、共通語彙基盤に基づいたデータ形式の標準

化を実施しながら、オープンデータとして提供を行っている。 

引き続き、各府省の協力を得ながら、各府省が保有する法人情報の網羅性を

高めていくとともに、民間等からニーズの高い情報（行政保有の各法人の財務

情報や官報掲載情報等）の拡充を図ることで、ワンスオンリー及び高度な法人

情報検索に資するデータ収集を進めていく。 

また、一つの ID・パスワードで複数の行政サービスにアクセスを可能とする

認証システムとしてＧビズＩＤを 2019年度（令和元年度）より運用開始し、

経済産業省の産業保安関係法令手続、中小企業向け補助金申請等の主要な行政

手続、厚生労働省の社会保険手続、農林水産省関係の手続等における認証シス

テムとして導入されている。引き続き、法人向け行政手続の共通認証システム

として普及を図るため、各府省や地方公共団体といった行政機関等の行政手続

について横展開を行っていく。 

さらに、ワンスオンリーや EBPM（Evidence-based policy making）の実現に

向けたデータ連携のために、各情報システム及び行政サービスがインターネッ

ト上で APIを活用しシームレスかつセキュアにデータ交換できるプラットフォ

ームとして、Ｇビズコネクトの整備を進めており、2020年度（令和２年度）に

は、経済産業省内のシステム間において実証的な連携を開始する。2021年度

（令和３年度）以降、他府省や民間との連携でも活用できる環境へ拡張し、法

人に関するデータが官民双方で有効に活用される法人デジタルプラットフォー

ムの整備を目指す。 

 

これら共通機能の整備と並行して、経済産業省の政策分野のうち、事務コス

ト改善の余地が大きく企業データの活用可能性の大きい分野を中心に行政手続

の簡素化・デジタル化を進めており、産業保安関係法令手続、中小企業向け手

続、補助金申請などの主要な手続から取組を開始している。2020年度（令和２

年度）からは、エネルギー、貿易管理の分野についても手続の簡素化・デジタ

ル化の取組を広げている。 
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KPI：Ｇビズインフォ（法人インフォメーション）への APIアクセス数（2022

年度（令和４年度）までに年間 8,000万件） 

KPI：Ｇビズインフォ（法人インフォメーション）のデータ登録数 

KPI：ＧビズＩＤ（法人共通認証基盤）で利用可能な手続数 

 

ア. 行政手続における法人番号入力の原則化とデータ連携環境の整備 

法人に関する情報をデータ連携する際、それぞれのデータに法人番号が紐付

いていることが前提条件となる。このため、各府省は、法人からの申請を受け

付ける際などのフォームにおいて法人番号入力欄を原則として設けるととも

に、行政手続のオンライン化を徹底し、申請情報を機械判読可能なデータとし

て取得することを目指す。 

今後、法人に関する行政手続においてワンスオンリーを実現するには、各府

省の持つデータ連携を進めていく必要がある。共通語彙基盤に基づく標準的な

データモデル、データ連携基盤、APIの整備・活用を進めていくことでこれを

実現する。 

経済産業省は、内閣官房と協力し、2020年（令和２年）には、行政手続で使

用される基本情報の標準的な記述形式をまとめた「行政基本情報データ連携モ

デル」などの標準モデル等を作成し公開した。 

引き続き、行政手続や法人に関する標準的なデータモデル等の整備を進める

とともに、行政手続・行政サービスにおいて標準モデル等が適用されるようガ

イドブックの作成等を通じた普及・啓発を進める。あわせて、Ｇビズコネクト

による API活用によるデータ連携の基盤整備に取り組む。 

 

イ. ＧビズＩＤと事業者に関する番号との連携の検討 

法人については、法人番号が付番されており、ＧビズＩＤにおいても同番号

をキーにアカウント体系を構築している。 

個人事業主についても、申請された情報に基づきＧビズＩＤを発行している

ものの、網羅的に付番されている番号がない。2023年（令和５年）10月に導

入される適格請求書等保存方式（インボイス制度）において、個人事業主に対

して申請に基づき登録番号が付番されることから、ＧビズＩＤにおいて同番号

を属性情報の一つとして活用していく方向で検討を進めていく。また、個人事

業主を管理する番号体系のあり方についても関係府省において検討していく。 
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ウ. 中小企業支援プラットフォームの整備 

中小企業向けの情報発信から申請手続までを誘導する「ミラサポ plus」と、

中小企業に関するデータを見える化・分析するための「データ分析基盤」を主

軸とする「中小企業支援プラットフォーム」を整備する。 

2018年度（平成 30年度）は、中小企業・小規模事業者のデータ利活用に関

する検討委員会において、オンライン申請により取得したデータの利活用及び

情報発信サイトの在り方に関する検討を行うとともに、デモ版の「ミラサポ

plus」を構築した。 

2020年度（令和２年度）の運用開始に向け、「ミラサポ plus」において、

行政機関に一度提出した情報を再度提出しなくてよいワンスオンリーを実現す

るための機能や、個々の事業者の状況・ニーズに応じた適切な支援策を表示す

るリコメンデーション機能等を実装した。 

2020年度（令和２年度）には、「データ分析基盤」において中小企業向け施

策の執行状況や実績等の把握につなげていくほか、蓄積された申請事業者等の

データを活用しリコメンデーション機能の拡充を図る。 

今後は、更に支援制度検索機能（制度ナビ）や事例検索機能（事例ナビ）を

充実・強化し、様々な官民システムとの API連携を実現することで、事業者目

線での利便性向上を追求していく。 

 

8.4 事業者のバックオフィス業務の効率化のための請求データ標準化（◎内

閣官房、総務省、財務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、

防衛省） 

現状、事業者間の請求等に関連するプロセスのデジタル化が十分でなく、ま

た、システム間でのデータ連携もスムーズに行えていないことが、中小・小規

模事業者をはじめとする企業のバックオフィス業務や、個人事業主などの事務

処理に負担となっている。 

そのため、インボイス制度が導入される 2023年（令和５年）10月も見据

え、ビジネスプロセス全体のデジタル化によって負担軽減を図る観点から、官

民連携のもと請求データ等（電子インボイス）やその送受信の方法に関する標

準仕様について合意し、会計システムも含めたシステム間でのシームレスでス

ムーズなデータ連携を実現するとともに、標準仕様に沿った行政システムの整

備や民間の業務ソフト等の普及を支援することにより、中小・小規模事業者も

含めた幅広い事業者の負担軽減と社会全体の効率化を促進する必要がある。 

内閣官房は、関係省庁及び民間団体等との総合調整を行うとともに、グロー

バルな経済活動にも対応できる標準仕様となるよう、必要に応じて国際標準団

体との交渉を行う。 
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政府調達システムを整備・運用する機関においては、内閣官房と連携し、シ

ステムの共同利用化を検討するとともに、インボイス制度が導入される 2023

年（令和５年）10月までに請求書・領収書データのシステム連携が可能となる

よう対応する。 

経済産業省においては、中小・小規模事業者の実態を踏まえ、中小企業共通

EDIとの相互接続性の確保のための取組を行うほか、標準化ソフトの導入を促

すための環境を整備する。 
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９ 業務におけるデジタル技術の活用 

9.1 AI・RPA 等のデジタル技術の活用（◎全府省、◎内閣官房、総

務省） 

 近年、デジタル技術の発展が目覚ましいにもかかわらず、業務において十分

に活用されていない実態がある。業務改革（BPR）を徹底し、行政サービスの

利用者と行政機関間のフロント部分だけでなく、行政機関内のバックオフィス

を含めたプロセスの再設計を行うに当たっては、技術の進展に応じて、デジタ

ル技術の活用についても費用対効果を含めて検討することが重要である。 

 業務のデジタル化により、大量・高速な業務処理の実現や正確性の向上（ヒ

ューマンエラーの削減）が図られ、これまで人の手で行っていた作業を補強、

代替することが可能である。その方法としてはいくつか考えられるが、近年で

は、情報システムの活用に加えて、AIや RPA等の活用といったものが挙げられ

る。 

 例えば、RPAを活用することで、数値や定義づけられた項目として構造化さ

れたデータの集計や処理が可能であり、大量かつ反復して行われる業務の処理

の高速化等において、効率化・自動化の効果が期待される。こうした手法は、

データの入力・転載作業、記入漏れや不備等についての形式的な審査といった

業務において効果を発揮することが期待される。 

 AIについては、テキスト、音声、画像、動画といった非構造化データを大量

かつ高速で処理、分析することが可能であり、一般に、画像処理や自然言語処

理の分野等で活用されている。利用申請における調整・認定事務やチャットボ

ットなどの自動会話プログラムで活用されている例があり、規則性のない多様

なデータを複合的に分析した上で結果を導くことや問合せの自動応答といった

業務での活用が期待される。 

 業務におけるデジタル技術の活用に当たっては、単に業務を効率化するとい

うことのみならず、限られた人的資源を戦略的に投資することも同時に考える

必要がある。これまで長時間を要していた事務作業等においてデジタル技術を

活用することで、職員を事務作業から解放し、国民生活に直接関わる業務分野

や政策・企画の立案などの真に人手が必要な業務に割り振ることが可能にな

る。一方で、デジタル技術を導入する際には、検討のために要する追加の負担

が発生するが、こうした負担増を敬遠するのではなく、将来的な人的体制の整

備に資するという観点からも、取組を進めることが重要である。 

 ただし、検討に当たっては、デジタル技術の導入を前提とするのではなく、

業務改革（BPR）を前提とした上で、あくまでも業務の手法の一つとして検討

を行うことが重要である。RPAの活用に当たっては、プロセスを定型化して処



84 
 

理手順を定義することが必要であるし、AIの活用においては、適切な教師デー

タのインプットや判断プロセスを一定程度定義化しておくことが必要となる。

そのため、プロセスを可視化できていなければ、デジタル技術を効果的に活用

することができない。 

 以上を踏まえて、各府省は業務改革（BPR）を徹底した上で、国民・企業等

に関わりが深い分野を中心に、AI・RPAなどのデジタル技術の活用により効率

化等が見込まれる業務からその導入を推進する。具体的には、審査、調査、問

合せ対応などの国民、企業等の利便性に直結する業務、継続・反復的に行われ

る業務、意思決定や判断に直接関わらない業務（入力・転載作業、形式審査

等）、長時間を要している事務作業などから優先的に取り組む。 

また、霞が関働き方改革推進チームでは、霞が関における働き方改革の課題

について、デジタル技術の活用を含めた改善策の検討を行っている。2018年度

（平成 30年度）は、チャットと高度な検索システムを中心としたコミュニケ

ーションツールの活用、音声認識ソフトを活用した議事録作成の自動化やチャ

ットボットを用いた問合せ対応、RPAを活用した職員情報の入力手続の省力化

等の新技術・ツールによる業務の効率化について、2019年（令和元年）５月に

「霞が関働き方改革推進チーム 平成 30年度議論の成果」を取りまとめ、業

務等で積極的に活用するように提言を行っている。 

 各府省は、このような取組も参考としつつ、各府省中長期計画において、優

先的に取り組むべき業務を選定の上、具体的な進め方を明確化するとともに、

必要な体制の整備と計画的な実施に取り組む。 

 

9.2 デジタル・ワークスタイルの実現のための環境の整備 

デジタル技術を最大限活用して公務の高い生産性を実現するためには、既存

のプロセスにまで踏み込んだ業務改革（BPR）を実施し、行政内部の業務を、

エンドツーエンドでデジタルを前提としたものに改革していくとともに、自席

や職場に限らずどこでも仕事ができ、また、職員同士のコミュニケーションの

向上や新たなアイデアの創発を促進するような環境の整備や意識の醸成が必要

である。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえると、正常時だけでな

く非常時においても適切に行政サービスを提供できるようにするためにも、こ

れらの取組は急務である。 

各府省は、以下の事項を踏まえて、各府省中長期計画に、デジタル・ワーク

スタイルの実現に向けた具体的な取組内容について記載する。 
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KPI：デジタル・ワークスタイルを実現するための業務環境の整備に関する KPI

が盛り込まれている、各府省中長期計画の数 

 

（1）ペーパーレス化の推進（◎全府省、◎内閣官房） 

 「規制改革実施計画」（令和２年７月 17日閣議決定）において、各府省及

び独立行政法人は、会計手続、人事手続その他の内部手続について書面・押

印・対面の見直しを行うこととされた。これを踏まえ、内閣官房は会計手続、

人事手続に関する法令等を所管する関係機関の協力を得て、各府省等に共通し

て適用される書面・押印・対面手続に関する見直し方針等を示している。 

 各府省等は当該方針に沿って見直しを行うとともに、内部規程又は慣行によ

り独自に求めている書面・押印・対面手続についても、各府省は自らの裁量に

より見直しを行うことが可能であるため、その見直しを徹底する。 

 

また、業務上使用する文書等について、各府省は、行政機関相互の文書交換

や資料の公開等に当たっては、原則としてデジタルデータを正本として扱い、

文書の保有・流通に当たっては、他の法令との整合性に留意しつつ、業務の効

率化のため再利用・編集が容易なファイル形式で行うことを基本とするととも

に、当該資料のステータス（日付、会議名、担当府省等）について、標題や表

紙、ファイル名等に明示する。また、保護されたファイル等である必要がある

場合にも、利用・編集が容易なファイル形式と併用することを検討する。 

 

また、単にペーパーレス化するだけでなく、マルチディスプレイ、会議室へ

の大型ディスプレイの配置、Wi-Fi環境の整備、コミュニケーションツールの

導入など、更に効率性を向上できる業務環境の実現に取り組んでいく。 

 

（2）テレワークの推進（◎全府省、◎内閣官房、総務省） 

テレワークを活用した柔軟な働き方の推進は、非常時における業務継続の観

点に加え、育児、介護等のために時間制約がある職員、障害等のために日常生

活・社会生活上の制約がある職員の能力発揮にも資するものであり、ワークラ

イフバランスの観点からも重要である。 

政府としては、2025年度（令和７年度）までに、テレワークを活用すること

で、「新しい日常」に対応し、いかなる環境下においても必要な公務サービス

を提供できる体制を整備する。 
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各府省等においては、本実行計画を踏まえて今年度改訂される「国家公務員

テレワーク・ロードマップ」に基づき、本省のみならず地方支分部局等も対象

に具体的な目標を設定したテレワーク推進計画を策定し、それぞれの取組を推

進するとともに、テレワーク・デイズ、テレワーク月間といった機会にあわせ

て積極的に取り組む。 

また、非常時においても適切に行政サービスを提供できるようにするため、

各府省内の会議はもとより、各府省間の会議等においても、リモートで実施す

ることが可能となる環境を整備した。今後は、行政の情報システム及びネット

ワークのうち、特に、基盤となるネットワーク環境について、クラウドサービ

ス利用の本格化を踏まえ、行政全体の最適化や利便性とセキュリティの両立を

前提に検討を進め、その整理・再構築に向けた取組を進める。 

各府省は、これらの取組を踏まえ、LAN更改等のタイミングも見据えなが

ら、情報セキュリティ対策に留意しつつ、各組織のミッションに見合ったデジ

タル・ワークスタイルを実現する環境を整備することとし、各府省中長期計画

に盛り込む。 

 

KPI：テレワークを活用することで、「新しい日常」に対応し、いかなる環境

下においても必要な公務サービスを提供できる体制の整備状況 

KPI：各府省においてデジタル・ワークスタイルを実現するための業務環境の

整備に関する KPIを設定し、各府省中長期計画に盛り込む 

 

（3）その他の取組（◎全府省、◎内閣官房、総務省） 

総務省では、一部部局において、①ペーパーレス化を進めた上で、②円滑な

コミュニケーションに役立つようレイアウト変更が容易なデスクを導入し、③

無線 LANを活用することで勤務スタイルの流動性、可動性を高め、「働き方」

の見直しを行う「オフィス改革」に取り組んでおり、他の一部府省もこれを参

考とした取組を行ってきた。また、新型コロナウイルス感染症対応として、多

くの職員がテレワークを行ったことにより明らかとなった課題やそれに対する

工夫事例を各府省と共有するとともに、このような課題を解消し、非常時にお

いても業務の継続が可能となるようなリモートでの働き方について検討を進め

ている。総務省は、先行事例の展開やノウハウの提供によって、検討を行う各

府省への協力を実施する。 

政府が取り組んでいる政府関係機関等の地方移転の一環として、文化庁をは

じめとする複数の組織において、全面的又は一部の地方移転を進めているが、

物理的な距離が生じたために、関係府省・関係機関や国会等との調整に当たっ
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て業務遂行に支障が生じ、効率が低下する等によって行政サービスの質等に影

響がないように留意しなければならない。そのため、上記の取組を行うに当た

り、政府関係機関等の一部が地方に移転した場合であっても、移転前と遜色な

く対応業務を遂行できるような環境の整備に留意する。 

 

9.3 電子的な公文書管理等（◎内閣府、◎総務省、全府省） 

 「公文書管理の適正の確保のための取組について」（平成 30年７月 20日行

政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議決定）に基づき、2019年（平成 31

年）３月に、行政文書の作成から保存、移管・廃棄までを一貫して電子的に行

う電子的な文書管理の在り方について、「行政文書の電子的管理についての基

本的な方針」（平成 31年３月 25日内閣総理大臣決定。以下「基本的な方針」

という。）を内閣府において策定した。また、電子決裁への移行加速化に関し

て、「電子決裁移行加速化方針」（平成 30年７月 20日デジタル・ガバメント

閣僚会議決定。以下「加速化方針」という。）を策定した。 

 行政文書の電子的管理について、各府省において、基本的な方針に基づき取

組が進められているところであり、今後、内閣府及び関係機関において、具体

的な枠組みについての検討、構築などの必要な取組を着実に進める。 

 また、電子決裁への移行加速化について、各府省は、デジタル手続法等を踏

まえ、行政手続のオンライン化、添付書類の省略を含むプロセス全体の見直し

を行いつつ、加速化方針に基づいた電子決裁への移行加速化に向けた取組を各

府省中長期計画に記載し、推進する。総務省は、各府省中長期計画について必

要な調整を行う中で、当該計画に記載された電子決裁に係る取組について、定

期的にフォローアップを行う。 

 

KPI：加速化方針に基づいた電子決裁への移行加速化に向けた取組の各府省中

長期計画への反映状況 
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10 デジタルデバイド対策（◎全府省） 

デジタル化は、国民生活の利便性が向上し、行政機関や民間事業者等の効率

化に資する、データの資源化と最大活用、安全・安心、ユニバーサルデザイン

を考慮した設計等を前提とした人に優しいデジタル化である必要がある。 

社会全体のデジタル化を進めるに当たり、デジタル技術の利活用により、年

齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等にかかわらず、誰も取り残さな

い形で、全ての国民にデジタル化の恩恵を広くいきわたらせていく環境の整備

に取り組むことが必要である。そのためには、デジタル機器に不慣れな方でも

容易に操作できる UI（ユーザーインタフェース）の設計や、外国人利用者向け

の申請画面等の多言語化など、利用者目線で、かつ、利用者に優しい行政サー

ビスを実現することが重要である。 

このため、デジタル手続法では、国の行政機関等に対し、行政のデジタル化

に当たっては、デジタルデバイドの是正を図るために必要な施策を講ずる義務

を課している。 

また、技術の進展により、個々人がコンピュータを使いこなす能力を身につ

けなくても、テレビ電話での相談や、音声認識による対話形式での入力等によ

りデジタルデバイドが解消できる可能性がある。このようなデジタルサポート

という発想への転換を図っていくことも重要である。 

 デジタルデバイド対策に関する取組としては、例えば、総務省において、オ

ンラインによる行政手続・サービスの利用方法について、高齢者等が身近な場

所で相談や学習を行えるようにする「デジタル活用支援員」について、2020年

度（令和２年度）中に検討及び実証事業を行い、2020年度（令和２年度）中に

開始する。あわせて、ＮＰＯや地域おこし協力隊など地域の様々な主体と連携

した地方公共団体による地域住民に対するきめ細かなデジタル活用支援につい

ても、支援員の枠組みを活用しつつ、促進する。また、障害者等が行う行政手

続については、更なる負担軽減を図るため、内閣官房、内閣府及び厚生労働省

は、マイナポータルを通じたオンライン申請手続の拡充に向けて検討を行い、

2021年度（令和３年度）以降、順次対応する。民間手続においても、障害者の

負担軽減や均等な機会の提供のため、オンラインによる施設等の障害者割引入

場券の予約・購入等への対応について、民間事業者等に対して要請を行う。 

加えて、行政組織内部でのデジタルデバイド対策に取り組むことも重要であ

る。例えば、行政機関における障害者雇用の推進においては、画面読み上げソ

フト、音声認識ソフトなどのデジタル技術の活用を検討するなど、必要な設備

の整備等に取り組むことが重要である。 
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 以上を踏まえ、各府省は、行政のデジタル化に当たっては、全ての国民にデ

ジタル化の恩恵を届けることができるように、デジタルデバイド対策に取り組

む。  
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11 広報等及び国際展開 

（1）デジタル・ガバメント推進のためのサービス利用者への広報

（◎内閣官房、◎総務省、◎全府省） 

デジタル・ガバメントを実現するに当たっては、デジタルの活用により、安

全・安心を前提としながら、国民生活の利便性が向上し多様な幸せの実現につ

ながることを、利用者に対して分かりやすい方法で示していく必要がある。そ

のために、どのような行政サービスが存在するのか、当該行政サービスの利用

方法等について広報する必要があり、特に、災害などの緊急事態においては、

迅速かつ適確な情報提供が求められる。このような広報や情報提供に当たって

は、専門的・技術的な用語に頼らず、丁寧かつ分かりやすく行うことが重要で

ある。 

また、多様な環境にある全ての国民にデジタル社会に参画していただくため

に、その意義と効用を伝え、その成果が国民に喜ばれるよう、デジタル社会が

もたらす価値について丁寧に説明するとともに、政策に国民の意見が反映され

るよう不断の検討を行っていく必要がある。 

 これまでも、Webサイトや講演等を通じてデジタル・ガバメントについて広

報等を行ってきたが、より一層認知してもらうためには、スマートフォンなど

のモバイル端末からの行政サービスへのアクセス機会の提供、SNS、動画等を

活用した的確かつ分かりやすい情報提供、デジタル技術による Webサイトでの

利用者動向の分析等により、個々のニーズに即した情報を行政から利用者へ迅

速かつ効果的に情報提供するような取組を強化する必要がある。 

 内閣官房及び総務省は、こうした取組を率先して推進し、政策情報、情報シ

ステムの整備に係る投資状況等のデジタルデータを、積極的に利用者に提供す

るとともに、利用者の声を聴く機会を設ける。また、こうした取組から得られ

た経験を、Webサイトガイドラインなどのガイドラインに記載し、公開する。 

各府省は、当該ガイドライン等を参考にしつつ、所管の政策に係る情報の広

報や情報提供に積極的に取り組む。 

 

（2）戦略的な国際対応（◎内閣官房、◎総務省、◎経済産業省、関

係府省） 

2013年（平成 25年）の政府 CIOの設置以降実績を挙げつつある、府省の壁

を越えた取組や地方公共団体・民間とも連携した取組等から得られた知見及び

成果を広く発信し、国際社会にその効果分析等を提供することは、類似の課題
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に取り組む諸外国のデジタル・トランスフォーメーションを促進し、持続可能

な社会の実現という国際目標にも貢献するものである。 

これまで、国際会議などの場において、各国への我が国の取組の紹介や相互

の意見交換等を通じ、行政サービスのデジタル化について、我が国の国際的な

プレゼンス向上に貢献してきた。また、国際会議への参加後は、諸外国の状況

をデジタル・ガバメント分科会等の場を通じて各府省にフィードバックし、業

務改革（BPR）の取組等を促すことなどにより、我が国のデジタル・ガバメン

トの実現に向けた取組を推進してきた。 

内閣官房、総務省及び経済産業省をはじめとした各府省は、国際社会におけ

るデジタル・トランスフォーメーション及び持続可能な社会の実現に寄与する

ため、国際機関や諸外国の公的専門機関等との連携を強化しながら、国際会議

等の機会において、我が国の取組による、利用者の利便性向上、災害時の業務

の継続性、データ標準化等の具体的な効果の発信を行うとともに、国際比較に

資する効果測定や分析のフレームワークの提案等を行うことを通じて、行政サ

ービスデジタル化のリーダー国としての地位を確立することを目指す。 
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12 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進 

 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進には、「サービス設計 12

箇条」に基づくサービスデザイン思考の要素が取りまとめられた標準ガイドラ

イン及び関連文書を参考に、サービスのフロント部分だけでなく、バックオフ

ィスも含め、エンドツーエンドでデジタル化・業務改革（BPR）の取組を徹底

することが必要である。その結果、住民の利便性向上及び行政の効率化を図る

とともに、地方公共団体が「人材」と「財源」を自ら生み出し、限られた資源

を地域の諸課題の解決に対し、効率的に活用していくことが期待される。 

 国は、上記の観点を踏まえ、地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの

推進のため、以下に掲げる事項について取り組む。 

 

12.1 地方公共団体の行政手続のオンライン化の推進（◎内閣官房、

◎総務省、◎内閣府、関係省庁） 

地方公共団体は、住民に身近な行政サービスを提供する役割を担っており、

地方公共団体の行政手続のオンライン化は、住民の利便性向上という観点から

優先して行う必要がある。 

 デジタル手続法により、デジタルファースト原則などデジタル３原則の下、

地方公共団体の行政手続のオンライン化が努力義務となったことを踏まえ、内

閣官房、総務省及び内閣府は、地方公共団体の行政手続のオンライン化を支援

する。 

 なお、地方公共団体が行政手続のオンライン化を進めるに当たっては、法令

に基づく行政手続だけでなく、条例又は規則に基づく行政手続も含めて対象と

することとし、本計画 6.3（１）を参考にしてバックオフィスを含めたデジタ

ル化や窓口の見直し（対面手続において紙に書くことを求めない、いわゆる

「書かない窓口」への変更等）を含めた業務改革（BPR）の実施を前提に、本

計画 6.2.1（１）ア及びイを参考にして本人確認のオンライン化や手数料納付

のオンライン化、本計画 6.2.2に記載されている添付書類の省略について同時

に推進する。 

 

ア. 汎用的電子申請システムの基盤整備 

手続の受け手である地方公共団体は、これまでも行政手続のオンライン化の

取組を進めてきたものの、2020年（令和２年）４月時点で、手続のオンライン

利用可能な情報システムが整備されていない団体が 192団体となっている。マ

イナポータルの「ぴったりサービス」は、地方公共団体等に対する手続につい

て汎用的に活用できることから、内閣官房、総務省及び内閣府は、原則とし
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て、全ての都道府県及び市区町村について、マイナポータルの「ぴったりサー

ビス」を活用した手続のオンライン化を進めることができるよう取り組む。 

 

イ. 優先的に取り組むべき手続のオンライン化の推進 

 内閣官房、総務省及び内閣府は、次に掲げる手続（具体的な手続について

は、別紙４参照）について、地方公共団体が優先的に、かつ、早急に進めるこ

とができるよう、関係府省と連携しガイドラインの作成等により支援する。 

①処理件数が多く住民等の利便性の向上や業務の効率化効果が高いと考えられ

る手続（内閣官房が実施する「行政手続等の棚卸調査」及び総務省が実施す

る「地方公共団体の行政手続等に係るオンライン利用状況の調査」に基づ

き、地方公共団体に対する行政手続のうち住民等からの申請の総件数が多い

ものであり、添付書類等を含め申請等の全てをオンラインで完結することが

できるもの（添付書類の入手のために請求するものを除く。）） 

②住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行うため

に必要と考えられる手続 

デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、2022年度

（令和４年度）末を目指して、原則、全地方公共団体で、特に国民の利便性向

上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバーカードを用いてオ

ンライン手続を可能にする。 

このため、マイナポータルの UI（ユーザーインターフェース）/UX（ユーザ

ーエクスペリエンス）の抜本改善に加え、全地方公共団体において、マイナン

バーカードを用いて子育て・介護等のオンライン手続が可能となるよう、地方

公共団体のシステム改修等の支援を行う。 

 

ウ. 様々な手続のオンライン化の推進 

 内閣官房、総務省及び内閣府は、上記イに掲げる以外の様々な分野の手続に

ついて、地方公共団体がマイナポータルの「ぴったりサービス」を活用してオ

ンライン化に取り組むことができるよう、支援する。 

 

KPI：原則として全ての市町村で行政手続のオンライン化のための情報基盤の整備 

KPI：上記イ①に掲げる手続のオンライン利用率 

KPI：上記イ②に掲げる手続のマイナポータル利用の人口カバー率 

 

12.2 地方公共団体における情報システム等の共同利用の推進 
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 地方公共団体のデジタル・ガバメントの推進に当たっては、単なる手続オン

ライン化にとどまらず、行政サービスに係る受付・審査・決裁・書類の保存業

務といったバックオフィスを含む一連の業務を、エンドツーエンドで、デジタ

ルで処理をすることを可能とするものでなければならない。 

 これにより、業務を自動化して、職員の事務作業を軽減し、捻出した時間・

人材・財源を、国民に寄り添う良質なサービスの提供に充てることが可能とな

る。 

 現段階においても、デジタル技術を積極的に活用して先進的な取組を行って

いる地方公共団体があるものの、デジタル化の取組が進んでいない団体も数多

く存在する。このような状況の中で、我が国の地方公共団体全体のデジタル・

ガバメント構築を進めるためには、地方公共団体のデジタル・ガバメントを支

える情報システム等を個別に整備することは非効率であることから、今後は、

地方公共団体における情報システム等の共同利用を推進していくべきである。 

 

（1）地方公共団体における業務プロセス・情報システムの標準化の

推進（◎内閣官房、◎総務省、内閣府、文部科学省、厚生労働省、

関係省庁） 

 地方公共団体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、

行政の効率化等を推進するため、地方公共団体の業務プロセス・情報システム

の標準化に取り組む。 

具体的には、内閣府、総務省、文部科学省及び厚生労働省は、2020年度（令

和２年度）に、部内の検討体制を整備の上、市町村が情報システムを構築して

いる地域情報プラットフォーム標準仕様又は中間標準レイアウト仕様で示され

ている業務（児童手当（内閣府）、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民

税、法人住民税及び軽自動車税（総務省）、就学（文部科学省）、国民健康保

険、国民年金、障害者福祉、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、健康管理

及び児童扶養手当（厚生労働省）並びに子ども・子育て支援（内閣府、厚生労

働省））について、行政サービスの利用者の利便性向上並びに行政運営の簡素

化及び効率化に立ち返った業務改革（BPR）の徹底を前提に業務プロセス・情

報システムの標準化を進める。各府省は以下の事項に取り組み、住民記録、地

方税、福祉など、地方公共団体の主要な17業務を処理するシステム（基幹系シ

ステム）の標準仕様を、デジタル庁が策定する基本的な方針の下、関係府省に

おいて作成する。 

これを通じ、「（仮称）Gov-Cloud」の活用に向けた検討を踏まえ、各事業

者が標準仕様に準拠して開発したシステムを地方公共団体が利用することを目
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指す。このため、地方公共団体の情報システムの標準化・共通化を実効的に推

進するための法律案を、2021年（令和３年）通常国会に提出する。その上で、

国が財源面（移行経費等)を含め主導的な支援を行う。その際には、「（仮

称）Gov-Cloud」の利用に応じた地方公共団体の負担の在り方について合わせ

て検討する。また、目標時期を 2025年度（令和７年度）とし、それに向け地

方公共団体が対応に向け準備を始められる環境をつくる。  

その際、17業務の標準化並びに共通化について、地方公共団体が処理する事

務が適切かつ効率的に行われるように、それぞれの事務ごとに詳細な検討を深

めた上で、デジタル庁が整備方針や標準化法の基本方針の下に全体を調整しつ

つ推進する。 

なお、取組においては、多様な地方公共団体の実情や進捗をきめ細かく把握

し、丁寧に意見を聴いて進めるとともに、地方公共団体にわかりやすく目標・

取組・スケジュールなどの段取りを示し、適時・適切に調整しつつ、住民サー

ビスの安定・向上と、地方公共団体業務の円滑化・効率化を旨として、推進す

る。 

 

①住民記録（総務省） 

住民記録システムについては、2020年９月に標準仕様書（第 1.0版）を取り

まとめたところであるが、他の業務の標準化の状況等を踏まえ、必要に応じて

標準仕様書（第 1.0版）を改定する。 

 

②地方税（固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税）、選挙人名簿

管理（総務省） 

固定資産税、個人住民税等の基幹税務システムについては、「地方自治体業

務プロセス・システム標準化等に関する関係府省庁連絡会議」の方針を踏ま

え、2021年（令和３年）夏までに標準仕様書を作成する。 

選挙人名簿管理に係るシステムについては、2022年（令和４年）夏までに標

準仕様書を作成する。 

 

③社会保障（厚生労働省） 

国民健康保険に係る業務支援システムは、標準システムの導入意義や効果を

広く周知するとともに、導入地方公共団体を広げるための機能改善を図るほ

か、公開されている設計書等について記載の粒度や活用実績等を踏まえ、2022

年（令和４年）夏までに標準仕様書の見直しを行う。 

介護保険、障害者福祉に係る業務支援システムは、2021年（令和３年）夏ま

でに標準仕様書を作成する。 
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児童扶養手当、生活保護、後期高齢者医療、国民年金、健康管理に係る業務

支援システムについても、2022年（令和４年）夏までに標準仕様書を作成す

る。 

 

④教育（文部科学省） 

就学に係る学齢簿作成、就学援助認定等のシステムは、2021年（令和３年）

夏までに標準仕様書を作成する。 

 

⑤児童手当（内閣府）、子ども・子育て支援（内閣府・厚生労働省） 

児童手当、子ども・子育て支援に係る業務支援システムについては、2022年

（令和４年）夏までに標準仕様書を作成する。 

 

内閣官房は、内閣府及び総務省の協力を得て、関係府省の検討の支援や府省

横断的な事項の処理を行う。 

内閣官房及び関係府省は連絡会議を通じて、地方公共団体の業務プロセス・

情報システムの標準化に関する政府全体の方針調整及び進捗管理を行う。 

内閣官房及び関係府省は、それぞれの事務の業務プロセス・情報システム標

準化の検討状況について地方公共団体への適時適切な情報提供を行う。 

標準化・クラウド化の効果を踏まえ、地方公共団体の情報システムの運用経

費等については、標準準拠システムへの移行完了予定後の 2026 年度（令和８

年度）までに 2018 年度（平成 30 年度）比で少なくとも３割の削減を目指す

こととする。また、国の削減目標は 2025 年度（令和７年度）までに 2020 年

度（令和２年度）比で３割削減であることを踏まえ、削減目標の更なる上積み

を目指す。 

 

KPI：対象業務に対して、実際に標準仕様が作成された業務の割合 

KPI：標準仕様が作成された業務における当該標準仕様が利用された情報シス

テムを利用する地方公共団体の割合 

KPI：地方公共団体の情報システムの運用経費等（2026年度（令和８年度）に

2018年度（平成 30年度）比で少なくとも３割削減。更なる削減目標の上積み

を目指す） 

 

（2）地方公共団体におけるデジタル・トランスフォーメーションの

推進（◎総務省） 
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情報システムの標準化によって、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化など

の成果を得るためには、各地方公共団体において、標準化されたシステムを前

提とした業務プロセスの見直しや関連業務も含めたシステム最適化、手続のオ

ンライン化などに、全庁的な推進体制を確立して計画的に取り組むことが必要

である。総務省は、各地方公共団体における取組の指針と国による支援策及び

具体的な KPIを内容とする「自治体 DX推進計画」（2020年（令和２年）12

月）に基づき各種取組を進める。 

 

KPI：「自治体 DX推進計画」に基づく、地方公共団体のデジタル化の取組状況 

 

（3）地方公共団体における地域情報プラットフォーム準拠製品の導

入及び中間標準レイアウトの利用の推進（◎総務省） 

 地方公共団体において地域情報プラットフォーム標準仕様準拠製品を導入す

ることで、ベンダーロックインの解消が可能となり、業務ごとの最適な製品の

選定、費用削減及び業務の利便性向上に寄与する。同様に地方公共団体におけ

る業務システム更改時に中間標準レイアウト仕様を利用することで、ベンダー

ロックインの解消が可能となり、将来的なデータ移行費の削減に寄与する。 

 総務省は、両仕様について各種セミナー等を通じて地方公共団体に対して周

知広報し、導入率・利用率の向上を図る。 

 

KPI：地方公共団体における準拠製品の導入率（地域情報プラットフォーム） 

KPI：地方公共団体における利用率（中間標準レイアウト） 

 

（4）地方公共団体における適正な情報セキュリティ対策（◎総務省） 

地方公共団体においては、2015年（平成 27年）以降に実施された、いわゆ

る「三層の対策」により情報セキュリティ対策の抜本的強化が図られたが、行

政手続のオンライン化、テレワーク、クラウド化など新たな時代の要請を踏ま

え、業務の利便性・効率性の向上を目的とした見直しを行い、「地方公共団体

における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を改定する。 

今後、地方公共団体が、新たなガイドラインに基づき、セキュリティ対策を

推進するよう働きかける。また、政府の情報セキュリティ対策の状況等を踏ま

え、必要な抜本的見直しを行う。 

 

KPI：地方公共団体における新たな情報セキュリティ対策の検討 
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12.3 地方公共団体における AI・RPA 等による業務効率化の推進（◎

総務省、◎内閣官房） 

 本格的な人口減少社会となる 2040年頃を見据え、希少化する人的資源を本

来注力するべき業務に振り向けるため、地方公共団体の業務の在り方そのもの

を刷新することが必要である。AIや RPAなどのデジタル技術は地方公共団体の

業務を改善する有力なツールであり、限られた経営資源の中で持続可能な行政

サービスを提供し続けていくために今後積極的に活用すべきものである。 

 総務省は、2019年度（令和元年度）から開始した「自治体行政スマートプロ

ジェクト」において、地方公共団体の基幹的な業務（住民基本台帳・税務等）

について、人口規模ごとに複数の地方公共団体による検討グループを組み、そ

のグループ内で、業務プロセスの団体間比較を実施することで、AIや RPAなど

のデジタル技術を活用した業務プロセスの標準モデルを構築する。 

 また、総務省は、地方公共団体に対する AIや RPAなどの活用の先進事例に

ついて、横展開を推進する。 

 

KPI：AI、RPAなどの革新的ビッグデータ処理技術を活用する地域数 

 

内閣官房は、総務省と協力して、AIの活用を含めた新たな情報システム等を

導入するに当たっては、少数の地方公共団体がそれぞれの分野でバラバラに開

発するのではなく、当初から多くの地方公共団体を巻き込み、地方公共団体が

共同利用する前提で開発することを促すため、自治体ピッチ～Pitch to Local 

Governments～（設計段階から、地方公共団体の職員と開発者等が利用者視点

に立ったサービスデザイン思考の下、対話を重ねながら、地方公共団体が共同

利用することを前提として開発した情報システムやアプリケーション等を、開

発者等が複数の地方公共団体に対して提案する場）を 2021年度（令和 3年

度）においても開催する。 

 

KPI：自治体ピッチにおける地方公共団体からの質問・コメント数 

 

12.4 地方公共団体におけるオープンデータの推進（◎内閣官房、関

係府省） 

 官民データ活用推進基本法では、地方公共団体は、国と同様に、保有するデ

ータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるものとされている。地

方公共団体は、同法の趣旨、オープンデータ基本指針及び本計画を踏まえ、行
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政保有データを原則オープン化し、オープンデータを活用した地方発ベンチャ

ーの創出の促進、地域の課題の解決を図る。その際、地方公共団体向けのガイ

ドライン・手引書、「推奨データセット」等も参考にしながら、利用者ニーズ

に即したオープンデータ化を積極的に進めるとともに、オープンデータ・バ

イ・デザインの考え方に基づく情報システム（当該情報システムに係る行政手

続を含む。）の設計や整備を含めたオープンデータ及び行政内部でのデータ活

用を推進することが望ましい。また、各府省は自府省に関連する分野のオープ

ンデータの取組について、地方公共団体に対しても必要な働きかけや支援等を

行い、積極的に推進を図っていく。加えて、民間事業者等によるアプリ開発や

行政機関自身によるデータ分析、政策立案等の利活用の促進を図るため、公開

するデータの量のみならず、データの質の向上を図ることが重要である。 

 

KPI：地方公共団体のオープンデータの質の評価（2021年度（令和 3年度）末

までに評価指標を設定） 

 

12.5 地方公共団体のガバナンス強化と人材確保・育成（◎総務省、

内閣官房） 

地方公共団体の中には、ガバナンスの強化のため、政府 CIOと同様に、自治

体 CIOを設置する団体も存在し、2019年（平成 31年）４月１日時点で 1,528

団体が自治体 CIOを設置している。 

地方公共団体の内部のガバナンスの在り方については、各団体の組織運営に

関わることであり、団体によって様々な方法が考えられる。国は、地方公共団

体からの相談に応じて、政府 CIOによるガバナンスについて情報提供するな

ど、必要な技術的助言を行う。 

また、総務省及び今後設置されるデジタル庁は連携して、地方公共団体のデ

ジタル・ガバメントの推進を支えるデジタル人材の確保・育成のための施策を

講ずる。 

具体的には、総務省及び今後設置されるデジタル庁は、都道府県と連携し

て、市町村において複数市町村での兼務を含め、デジタル人材の CIO補佐官等

としての任用等が推進されるように支援の仕組みを構築する。あわせて、地方

公共団体職員との対話や研修、人事交流等を通じて地方公共団体のデジタル人

材育成に寄与する。 

また、地方公共団体のデジタル・ガバメントを推進するためには、それを支

えるセキュリティ・IT人材の確保・育成が重要である。 

総務省は、地方公共団体のデジタル技術の活用等を支援するため、「地域情

報化アドバイザー」の活用促進等を図るとともに、地方公共団体職員向け研修
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等の全国実施の推進及び国立研究開発法人情報通信研究機構が行う実践的サイ

バー防御演習に協力する。 

 

KPI: 地域情報化アドバイザーの派遣団体数 

 

12.6 地方公共団体のデジタル・ガバメントの構築に向けた地方公共

団体の官民データ活用推進計画策定の推進（◎内閣官房、総務省、

関係府省） 

官民データ活用推進基本法においては、都道府県には官民データ活用の推進

に関する施策の基本的な計画についての策定義務が、市町村（特別区を含

む。）には同計画の策定の努力義務が定められている。 

これまで内閣官房は、地方公共団体の官民データ活用推進計画の策定のため

の手引を公表し、当該手引等を踏まえ、地方公共団体は計画策定に取り組み、

2020年（令和２年）８月時点で、41都道府県、151市町村が計画を策定してい

る。 

 地方公共団体のデジタル・ガバメントの構築を計画的に進めていくため、地

方公共団体の官民データ活用推進計画を地方公共団体のデジタル・ガバメント

構築のための総合的な戦略と位置付けることとしている。また、地方公共団体

の業務改革（BPR）を前提として、国は、デジタル化の状況の見える化を進

め、官民データ活用推進計画に位置付けられた施策に対して積極的に支援する

こと等により、各地方公共団体の取組を促し、2020年度（令和２年度）末まで

に、全ての都道府県において計画を策定することを目指す。 

 内閣官房は、総務省、内閣府及び関係府省と協力して、市町村の官民データ

活用度を把握することを促すための基礎的なデータを政府 CIOポータルに公表

する。 

 

KPI：都道府県における官民データ活用推進計画の策定状況（2020年度（令和

２年度）末までに全ての都道府県での計画策定を達成） 
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13 民間手続デジタル化の推進のフォローアップ（◎内閣官房、関係

府省） 

社会全体のデジタル化を実現するためには、行政手続にとどまらず、民間手

続のオンライン化を進めることが重要である。そのため、デジタル手続法にお

いては、国に対して、民間事業者による情報提供が適正になされるよう指導す

ることや、オンライン取引における注意点の一般消費者への啓発活動の実施と

いった、民間手続におけるデジタル化の促進のための環境整備を義務付けると

ともに、デジタル技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認める場合には、

法令に基づく民間手続をデジタルで行うことが可能となるよう法制上の措置を

講ずることを義務付けている。 

また、規制改革推進会議においては、民間手続におけるデジタル化が進むよ

う、押印についての考え方の整理や、電子署名の活用推進、書面や押印を義務

付けている規制の見直しについて議論を行っているところである。 

各府省は、デジタル手続法に基づき、法令に基づく民間手続のデジタル化に

向けた検討状況を、各府省中長期計画の改定の際に記載する。 

内閣官房は、民間手続のデジタル化の取組が政府全体で推進されるように、

その進捗状況を確認し、フォローアップを行う。 
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14 フォローアップと見直し 

 デジタル・ガバメントの実現に向けた取組を政府全体として着実に進めてい

くため、行政手続等の棚卸を継続的に実施し、本計画及び各府省中長期計画の

両者を一体として取組を進める。 

 取組に当たっては、一元的なプロジェクト管理において、年間を通じて常に

進捗状況を把握するほか、政府全体で進めるべき施策や重要な施策について

は、政府 CIOが直接レビューを行うことで、内容の適切な見直し、段階的な拡

充及び詳細化を行う。 

 各府省の施策については、各府省 CIO及び副 CIOのリーダーシップの下、政

府 CIO補佐官（各府省担当）の助言を得つつ、PMOにおいて進捗状況の把握を

実施し、PJMOと密接に連携しながら内容の適切な見直し、段階的な拡充及び詳

細化を行う。 

 こうしたフォローアップの状況やデジタル庁の設置を踏まえ、本計画につい

て、その在り方を含めて見直しを検討するとともに、必要に応じて随時、改定

等を行う。また、内閣官房及び総務省は、各府省中長期計画の取組状況につい

て取りまとめ、CIO連絡会議に報告する。 

 なお、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」

（令和２年７月 17日閣議決定）に基づく施策のうち、本計画及び各府省中長

期計画に記載されているものについては、上記に定めるところによりフォロー

アップ及び見直しを行う。 

 

改定履歴 

 

2018年（平成 30年）1月 16日 初版 eガバメント閣僚会議決定 

2018年（平成 30年）7月 20日 改定 デジタル・ガバメント閣僚会議決定 

2019年（令和元年）12月 20日 改定 閣議決定 

2020年（令和２年）12月 25日 改定 閣議決定 

 


